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知っていますか？自治基本条例 ～県民が主役の県政へ～

小田原会場
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主催者挨拶

広域行政担当部長 江原 正明

皆さん、こんばんは。神奈川県広域行政

担当部長の江原と申します。本日はお忙し

い中、地方分権フォーラムにご参加いただ

きまして、誠にありがとうございます。心

より感謝申し上げます。

本県では、都道府県では初ということに

なりますが、自治基本条例を今年の３月に

制定いたしました。条例制定にあたっては、

概ね５年間、県民の皆さんや市町村の方々

からご意見を頂戴して、検討に検討を重ね、

やっと完成したという状況でございます。

自治基本条例が本当の意味でスタートす

るのは、これからだと考えております。本

日はこの後、県の取組みについてもお話さ

せていただきますが、これから一層、条例

に基づく取組みを進めて参りたいと考えて

おります。そのためには、まずは私どもの

自治基本条例の意義や内容について、皆さ

んに広くお知らせし、また皆さんからご意

見を頂きながら、この条例を大きく育てて

参りたいと考えています。そのような趣旨

で、この地方分権フォーラムを開催させて

いただいておりまして、今年は５月に厚木

で開催しており、今回で２回目になります。

まもなく横須賀でも開催する予定です。

さて、話は変わりますけれども、地方分

権改革にとりまして、今年はどういう年か

と申しますと、皆さんご存知のとおり、 2007

年にスタートした「第二期地方分権改革」

の最後の年ということになります。

本来でしたら、地方分権改革推進委員会

の最終勧告が出て、それに基づいて政府に

よる推進計画がつくられ、また、新分権一

括法がつくられて、来年度には一括法に基

づく新しい制度などがスタートする予定で

した。新しい政権が誕生して、まだ評価で

きるような状況ではありませんが、地方分

権改革推進委員会が出す勧告が一体どうな

るのか、あるいはその今の第二期地方分権

改革のスキームそのものがどうなっていく

のかというのが、かなり不透明な状況でご

ざいます。

ただ一方で、今回の新政権は、「地方分権

改革は一丁目一番地」あるいは「霞が関を

解体・再編し、地域主権を確立する」と強

く主張しているわけです。地方分権改革は、

これまでずっと行われてきていますが、な

かなか霞が関の抵抗が強く、少しずつしか

進んでいないという状況であります。です

から、改革が新しい政権で一歩でも二歩で

も前に進んでいくということに対する期待

というのは持っております。

このような期待がある一方で、昨今マス

コミ等で報道されておりますが、「時々これ

で本当に大丈夫なのか」と思うこともござ

います。例えば、今年度の国の補正予算の

凍結について。最初はすべて執行せず凍結

するというようなことを言い、最終的には

地方に影響のあるものは凍結しないという

ことを言っていましたが、やはりかなり影

響が出てくることは確かだと思います。

また、新型インフルエンザのワクチンに

ついて、低所得者の方への対策を行うのは

当然だと思いますが、それについても、地

方に対して負担を求めてきました。このこ

とは、地方の財政に極めて影響の大きな話

ですが、それすら全く地方に相談もなく、

情報の提供もなく、一方的に決められたの

が現実です。このような事を垣間見ますと、

「本当にこれで地域主権と言えるのか」と

いう不安も持っていることは確かでありま

す。

いずれにしましても、新政権の動きにつ

いては、期待をしながらも、やはり刮目し

て、その動向をしっかりと見定め、言うべ

きことがあれば、言って参りたいと考えて
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おります。

さて、本日のフォーラムでございますが、

この後、まず私どもの方から、自治基本条

例策定までの検討経過や条例に基づく取組

についてご説明をさせていただきます。

次に、現在、小田原市においても、現在、

自治基本条例を検討されているということ

で、検討委員会の副委員長さんにその取組

状況をご説明いただきます。

続いて、法政大学の廣瀬克哉教授にご講

演をいただく、そういう順番になっており

ます。廣瀬先生には、県の条例検討の際に

大変お世話になっております。また、先生

は本県の他にも、中野区、所沢市、県内で

は茅ヶ崎市における条例検討に関わられた

ということで、これまで培われた見識、経

験に基づくお話をいただけるものと楽しみ

にしております。

また、ご講演の後には、会場の皆さんと

の意見交換の時間も設けてございますので、

この機会にぜひご意見頂戴したいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

最後になりますが、今回このフォーラム

の開催にあたりましては、小田原市役所の

皆さま方に大変お世話になりました。この

場をお借りして御礼申し上げます。

それでは、本日のフォーラムが実り多い

ものとなりますことを心からお祈りをいた

しまして、開会のご挨拶とさせていただき

ます。

本日はどうぞ、よろしくお願いいたしま

す。
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神奈川県自治基本条例の検討経過と

条例に基づく取組みについて

広域行政課長 和田 久

皆さん、こんばんは。県の広域行政課長の

和田と申します。よろしくお願いいたしま

す。ただいま、部長の江原から申し上げま

したとおり、神奈川県では、都道府県とし

ては全国で始めて、自治基本条例を制定し

ました。

内容につきましては、後ほど廣瀬先生か

らお話をいただきますので、私からは条例

の検討経過を中心に、簡単にご報告申し上

げます。

神奈川県では、平成 14 年から 16 年にか

けて、県の自治総合研究センターで自治基

本条例を研究しました。このセンターは、

県の出先機関の一つで、県職員の研修や地

方自治に関する研究などを行う組織です。

ここで、まったくの純粋な研究テーマとし

て、自治基本条例について２年間、研究が

行われておりました。その時期に、現在の

松沢知事が県知事選挙におきまして、マニ

フェストの中に「自治基本条例の制定」を

掲げたという経緯がございます。

当時、自治基本条例が検討され始めてい

た背景には、平成 12 年の４月に「地方分権

一括法」という法律が施行されまして、国

と地方の関係が、今までの「上下・主従」

の関係から「対等・協力」の関係に変化し

たことがあります。そのことがきっかけと

なり、分権時代にふさわしい自治体の経営

や運営の方法が、全国的に議論されるよう

になりました。

地方分権一括法が施行されるまでは簡単

に言うと、地方は国の出先機関のような扱

いだったのですが、国と「対等・協力」の

関係になった中で、国から言われた通りで

はなく、自分たちのまちらしい運営を行っ

ていこうという機運が出てきました。その

ような状況で、平成 13 年４月、地方分権一

括法が施行されてから丁度 1 年後に北海道

ニセコ町で「ニセコ町まちづくり条例」が

施行されました。この条例が自治基本条例

の走りとなったものでありまして、それを

契機として、以降、全国的に自治基本条例

の制定が広まったということです。
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になりました。

こうした経緯を経て、本県におきまして

は、平成 16 年３月、県の中長期的な分権の

方針を定めた「地域主権実現のための中期

方針」の中で「自治基本条例の研究」を謳

いました。

また、翌年には、千葉大学の新藤宗幸先

生を座長とした「神奈川県自治基本条例検

討懇話会」を設置し、 1年余にわたる検討

が続けられまして、「検討報告書」を知事に

提出していただきました。

この報告書を受けまして、具体的に制定

に向けた準備を進め、平成 19 年７月には、

「地域主権実現のための中期方針」の次の

取組みであり、やはり中長期的な方針であ

る「地域主権実現のための基本方針」を策

定いたしました。この中に、「自治基本条例

の制定に向けた取組み」を位置付け、本格

的にスタートさせたということがございま

して、その前は研究・検討段階で、実質的

なスタートはこのあたりではないかと思い

ます。

市町村の自治基本条例では、かなり大規

模な市民会議をつくり、数十回に及ぶワー

キング等で議論をするという形もあるので

すが、県の場合には、規模の大きさ等の問

題があり、また、県の自治基本条例は全国

的にも例がなかったことから、白紙の状態

でいきなり意見を聞くのは難しいという事

情がありました。そこで、私どもの場合は、

検討報告書や素案をつくった上で、それに

対して、皆さんにご意見に賜るという形を

とりました。

その後、皆さんからいただいた意見を元

に素案に修正を加え、平成 20 年２月には二

次素案をつくり、さらにその二次素案にも

ご意見をいただき、同年 12 月、いよいよ県

議会へ「神奈川県自治基本条例案」を議案

として提出をいたしました。しかしながら、

様々な議論がございまして、扱いとしては、

継続をして引き続き審議をするということ

そして、年が明けて平成 21 年の２月定例

会におきまして、条例案を一部修正の上、

可決・お認めをいただきました。こうして、

都道府県としては全国初めての自治基本条

例が今年の３月 27 日に施行をされたとい

うところでございます。

以上が、条例制定までの主な検討経過で

ございますが、条例を制定してお終いとい

うことではなく、制定したところがスター

トですので、今後は、この条例を使ってど

のような取組みを進めていくかということ

が、また一つ大事な要素でございます。

まず、今現在、条例の周知度が必ずしも

十分ではないということから、条例の趣

旨・内容の周知に取り組んでおります。

例えば、パンフレットの配布やホームペ

ージでの情報提供、あるいは本日のような

小規模あるいは大規模な集会の開催を繰り

返すといったようなことがあります。また、

５人以上の方にお集まりいただければ、神

奈川県内どこでも課の職員が出向いてご説

明させていただく「地方分権出前講座」と

いうものをご用意しております。地方分権

全般のことや自治基本条例の話を聞きたい

とか、意見交換をしたいとかいうことであ

れば、なるべく皆さんに都合を合わせ、お

伺いしたいと考えております。

また、自治基本条例は、ある種の憲法の

ようなものですので、文言だけ見ると、ご

く当たり前のことが書いてある部分も多い

のですが、条例をつくったことが直接の契

機となった制度というのもあります。その

一つが県民投票制度です。

県民投票というのは、めったに実施され

るものではなく、全国的にも、都道府県単

位では、沖縄県が基地問題について実施し

た経緯があるのみですが、今回、本県の自

治基本条例では、「県民投票を実施すること

ができる」という規定を置いたところでご
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ざいます。

ただ、県民投票を行うにあたっての細か

な制度設計につきましては、「県民投票制度

あり方検討会」を設置して、現在、対象の

事項や投票結果の効果、発議の要件等につ

いて検討を進めているところでございます。

それから、条例制定を直接の契機として

創設されたもう一つの制度が、「県と市町村

の協議体制」ということになります。

県の自治基本条例の内容の中で、市町村

の条例にないものとしては、県と市町村の

関係性を謳っていることだと思いますが、

その一つとして、「市町村に関わる県の政策

のうち、特に重要な政策について、市町村

と協議をするための体制を整備する」こと

を定めています。

これまでも、県・市町村間での協議体制

というのは事実上存在していましたし、

様々な個別の政策においても、県と市町村

は密接に相談をしてきました。しかし、特

に重要な事項については市町村と協議する

ということを、県の条例上に明記をして、

制度的に保障したというところに大きな意

義があります。

なお、「市町村との協議体制」については、

市町村の方々ともご相談の上、すでに要綱

を制定し、今年度発足しております。

「県民投票」と「市町村との協議体制」、

この２つが自治基本条例の制定を契機とし

た新たな取組みとして、具体的に始まって

いるものでございます。

以上、神奈川県自治基本条例の検討経過

と条例に基づく取組みについてご報告いた

しました。
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小田原市の自治基本条例づくりの取

組みについて

小田原市自治基本条例検討委員会

副委員長 廣井 弘義 氏

皆さん、こんばんは。小田原市自治基本

条例検討委員会副委員長の廣井と申します。

本日は、検討委員会の松下委員長が仕事の

ため来られないということで、私が代理で

喋らせていただきます。副委員長なんてい

う肩書きがついておりますが、私、普段は

小田原市内で農家をやっています。こうい

う皆さんの前で喋るのは、非常に不慣れな

ものですので、ぜひ皆さんリラックスして

お聞き願えればと思います。

経過説明ということですので、私たちが

取り組んでおります本市の自治基本条例づ

くりの経過について説明したいと思います。

本年５月ですが、生涯学習センターけや

き大ホールで「自治基本条例フォーラム」

を開催し、約 400 名近い参加者が集まりま

した。まず、小田原市ではそこから始まり

ました。

そのときにご講演いただきましたのが相

模女子大の松下教授です。その松下教授に

今、小田原市自治基本条例検討委員会の委

員長を務めていただいていますが、その後

に４回のプレ検討委員会という市民勉強会

を経まして、８月に５名の検討委員が公募

されました。私も公募で選ばれた委員の一

人です。それから、団体推薦による５名の

委員が加わり、合計 10 名プラス松下先生の

11 名で検討委員会をやらせていただいて

います。

本市の自治基本条例づくりの特徴のひと

つとして、オープンスクエアという公開討

論会、市民が自由に参加して意見を述べる

機会をつくり、検討委員会との両輪という

形で進めております。

通常の市の市民参加と言うと、特定の市

民による検討委員会だけで検討してしまい

まして、深い議論はできますが、一部の方

だけの議論という感が否めませんでした。

そこで、自由に参加できるオープンスク

エアという場をつくることにより、多くの

市民意見を踏まえた議論ができるようにな

りますし、検討委員会の議論においても必

要に応じて多くの方に意見を求めて、改善

していくことが可能になると思っておりま

す。

ただし、理想と現実のギャップというも

のが若干ありまして、当初はオープンスク

エアと我々検討委員会との間で、１対１で

キャッチボールのような形で議論を進めて

いくことを目論んでいたのですが、どうも

検討委員会の方の議論は会議の運営に偏っ

ちゃうわけです。「次のオープンスクエアを

どうしましょうか」とか、そういった形の

検討委員会になりがちになってしまって、

本質の部分である深い議論ができないとい

うような問題が出てきてしまいました。

そこで、私たち自治基本条例検討委員会

の委員長である松下先生のご指導の下、柔

軟に取り組み方を変えなければならないの

ではないかというような意見もございまし

て、これからは、どんどんこういった参加

説明する機会を捉えて、広がりを図ってい

きたいと思います。

今まで原稿を読ませていただきましたが、

私原稿を読むというのは非常に不慣れなも

ので、プレ検討委員会から検討委員会とい

う形を通じて、５月から自治基本条例とい

うものに、いわば半年触れてきました。こ

の半年間で、私がちょっと感じたことなど

を、少し話していきたいと思います。

一応、この国が民主主義とか国民主権と

かっていうことを言い出してから約 60 年。

経済的にも一定の繁栄を得て、国民の生活

は豊かになったかのようには思いますが、
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ご存知のとおり 90 年代終盤以降、バブルの ていただきました。

崩壊とか、収入の低下等ございまして、国

民の生活というのはむしろ、今苦しくてど

うしようもないというような時代になって

きたのではないかと思っています。その苦

痛にも似た叫びのようなものは、先の総選

挙の結果にも示されたのかなと個人的には

思っています。

この選挙は、初めて国民が政権を選択し

た選挙としても報道されておりますが、

多分国民一人ひとりがこのままじゃダメな

んじゃないかと、何か変えなきゃいけない

んじゃないのということを感じて、暴動を

起こしたという意味で、時代の大きな転換

点になったのではなかろうかと思っており

ます。

ご他聞に漏れず、地方は税収の低下です

とか、地域経済の低迷などにより、今まで

の行政サービスをこのまま維持するという

のも、ひょっとしたらつらい、サービスの

維持さえできないのではないだろうかとい

うような、そんな気がしています。

私たちは、一応国民主権と言うことで、

私たちが選挙によって新しい一歩を踏み出

した、選択をしたとするのならば、その主

権者たる私たちが担うべき相応の責任があ

るのではなかろうかと、私はそう思います。

新しい時代を踏み出したら、新しい形の

責任、それは一体どんなものかと申します

と、私の考えたところ、例えば、今まで他

人任せにし過ぎていた行政や議会への積極

的な監視ですとか、そんな難しいことでは

なくても、より身近な、例えば地域での能

動的な関わり、つまり公に対して個々人が

主体性を持って取り組むことが必要な時代

になってきているのではなかろうかと思っ

ています。そして、その個々人の主体的な

公への取組というものを、うまい具合にサ

ポートしてくれるものが自治基本条例にな

るのではないだろうかということを、先だ

って自治基本条例検討委員会の中で言わせ

こういった条例を制定することによって、

小田原市の社会の仕組みを定義して、市民

や議会、行政の持つマンパワーを有機的に

繋いでいって、最大限引き出せるようなシ

ステムを構築できたらいいのかなと理想的

にはそう思っております。

ただし、こういったものは、一部の市民

だけ、もしくは行政に関わるような人たち

だけでつくっても全く意味がないのではな

いかと思います。

言葉は悪いですけれども、なるべく多く

の市民の方に参加していただいて、できた

らこの条例づくりの共犯者になっていただ

きたい。共犯者という言葉は変ですけれど

も、多くの人が関わって、多くの人の意見

を集めて議論をして、なるべく多くの人が

より幸せになれるような、そんな条例にな

るといいなと思っています。

先だって、台風 18 号ですか、大きな台風

が上陸したときに、私の地元でこんなこと

がありました。

私の家の前は、小中学校に上がっていく

一本道です。その一本道で、小学校の桜の

木が風に吹かれて、倒れて落っこちたんで

す。

小学校があって、その奥に中学校がある

のですが、中学校の教頭先生からうちに「車

を置かしてくれよ」という電話がありまし

た。「どうしたの」と聞いたら、「桜の木が

倒れてて、中学校まで行けないんだ」とい

うことでした。うちの下に、車を３・４台

停められるスペースがございますので、先

生はそこに車を停めて、歩いて中学校に行

ったようです。

私は地元で農家をしている関係で、ご他

聞に漏れず消防団員です。消防団員で責任

ある立場の私がそんな話を聞いてしまった

以上、見過ごすわけにもいかないなと思っ

て、いそいそと家のチェーンソーなんかを
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用意して、小学校まで出かけていきました。 土曜日の 13 時半から、市役所７階において、

そしたら、小学校の近くに住んでいる方、

その方も農家ですけど、ノコギリを持って

いて、すでに木を切り始めているんです。

さすがに、長さが８メートルくらいあって、

幹も太いですものですから、ノコギリでは

太刀打ちできなかったので、私が持って行

ったチェーンソーで切り刻みました。その

切り刻んだ木を、その傍らのうちの軽トラ

に積み込んでいたら、その方がこう言った

のです。「市役所なんか待っていたら、こん

なの半日経ったって通れねぇ。俺たちで片

付けてしまう方が早いんじゃないのか」そ

ういうことを言っていたんですね。ひょっ

としたら、「市民の持つ力は適材適所で最大

限発揮できるってこんなことなのかな」と

そのとき思いました。

なるほど、その後、倒れた木が小学校の

土地の木だったもので、市の教育委員会の

課長さんが、わざわざうちに見えて、「今回

は、ありがとうございました」というよう

なことを伝えに、わざわざ見えたんです。

私は消防団員なので、半分職員みたいな

ものだから、「どうぞ先に桜の木を切り始め

ていたお宅に行って、そちらの方へお礼を

言ってください」ということで、帰ってい

ただきましたが、あんなに丁寧に挨拶され

ると、私でも何かいい事しちゃったんじゃ

ないのかな、なんて気持ちになるわけです。

恐らく自治基本条例を制定した暁には、

マンパワーを適材適所で引き出せるように

なればいいなというのは、きっとこんなこ

となんだろうな、とその時に思いました。

世間話はこれくらいにして、一応、今後

のスケジュールも話しておいてくれという

ことですので、皆さんのお手元の資料の中

に、オープンスクエアの日程・テーマ（案）

というのが綴じられていると思います。実

は今週末、明後日の 10 月 31 日、第４回自

治基本条例オープンスクエアということで、

４回目のオープンスクウェアが開催されま

す。

「さまざまな地域活動があるけれどどん

な課題があるの?」というテーマでやるんで

すけれども、それ以降、11 月 10 日、11 月

27 日、12 月 13 日と、今決まっているもの

で、４回のオープンスクエア、公開討論会

を予定しております。

先程申し上げましたとおり、たくさんの

方からたくさんの意見を寄り集めないこと

には、条例としてうまく機能しないのでは

ないかと思いますので、今後ともぜひ皆さ

んオープンスクエアの方に来ていただいて、

何か発言して、帰っていただけたら、検討

委員会としても大変ありがたいことだと思

います。

今日は、こういった場で 10 分ほどお時間

をいただいて、小田原市の取組ということ

で、話をさせていただいきました。ぜひ今

後とも、推移、経過をお見守りいただきな

がら、お時間のある際には、オープンスク

エアに参加していただいて、私たちに皆さ

んの力を貸してください。よろしくお願い

します。

以上でございます。ありがとうございし

た。
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講 演

「自治基本条例で県はどう変わるのか」

法政大学法学部教授 廣瀬 克哉 氏

はじめに

皆さん、こんばんは。ただ今ご紹介いた

だきました、法政大学の廣瀬と申します。

本日は、神奈川県で自治基本条例ができた

ことにより、神奈川県という自治体がどの

ように変わっていくのだろうかということ

について、１時間少し話をさせていただき

たいと思います。

実は、私は、ある NPO でマニフェストの

評価というものをやっております。神奈川

県の松沢知事の第 1 期目の４年間にわたっ

て、１年毎に進捗状況の評価をやろうとい

うことで、市民団体として、県の機関とし

てではなく、独立の観点から、マニフェス

トの進捗の評価をするという活動をやって

おりました。

その 1 期目のマニフェストに「自治基本

条例の制定」という項目があったのですけ

れども、松沢知事のマニフェスト、比較的

順調に実現されていったと思います。総合

点としては、割と高かったと思います。４

年目のところで、一応何割できたかという

と、約束の８割くらいできたという評価だ

ったのですが、その中で最も進みが遅かっ

たのが、自治基本条例です。２年くらい経

ってやっと懇話会ができたというようなこ

ともありまして、なんでそんなにスピード

が出ないのかなと思っていたのですが、他

方で、先ほど県の担当部長さんからご挨拶

があったとおり、県の自治基本条例という

のは、実は初めてのものなのです。

ただ今、小田原市の自治基本条例検討委

員会の副委員長さんからも、市の取組みに

ついてご紹介がありましたが、市町村の自

治基本条例というのは、非常に具体的なお

話も出てきますし、年内にあと４回やると

いうような頻度で、多くの市民の方にとっ

て生活圏内の身近なところで、関心があっ

たら出かけていって、一緒に議論の輪に加

わる。その中からみんなで一緒になってつ

くっていく。こういう実感を伴うようなつ

くり方で、概ねつくられていきます。

ところが、県でそういうプロセスが実際

的にできるだろうかということになると、

なかなか難しいところがありますし、さあ

県の仕事ってなんだろう、身近な行政の仕

事、自治体のサービスとは何かを考えた時

に、直接県の窓口で何かをしてもらうこと

や、県の何らかの施設を使うことなど、あ

まりぱっと思い浮かぶものがなかったりす

るわけです。

普通の市民の生活に直接かかわる県の仕

事というのはあまり多くありません。数え

てみるとあっという間に全部数えられるく

らいです。たとえばパスポートの申請窓口、

子どもさんが高校生になると一番多くの生

徒さんが県立高校に通います。小中学校ま

では地元の市町村立ですが、公立高校のほ

とんどは県立ですね。それから、警察は神

奈川県警ですから、県という単位の仕事で

す。ですが、警察の仕事というのは、国に

大きな権限があり、県だけの判断は政策を

決めるというわけにはなかなかいきません。
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例えば県警の人数を少し増やす、これだけ

でも、国との協議が必要であり、県が人件

費の予算措置をしたからと言ってすぐには

実現できません。

このように、市町村の政策については、

ゴミの問題、小中学校、福祉、身近な各種

の公共施設等々すぐに思い浮かぶものがあ

るのですが、県の仕事についてはそういう

ものがあまり浮かびません。県が自治基本

条例をつくるのであれば、県民は県の政策

とどのように関わることができるようにな

るのか。それによって県のどの政策をどの

ように変えたいか。具体的なイメージはな

かなか浮かばないというのが実際ではない

でしょうか。市町村の仕事に対して県がバ

ックアップをしていたり、実際には県民の

生活に関わる仕事もいろいろとあるのです

が、そこの部分については、一般の県民の

皆さんがあまりご存知ないかも知れません

が、市町村はもちろんよく把握されていま

す。そうなりますと、先ほどご紹介があり

ましたように、市町村の自治基本条例には

絶対入ってこない、「市町村の県政参加」と

いった要素がやはり重要なものとして浮か

び上がってくるものになります。

ようやくこの春、条例が制定をされまし

て、１期目の松沢知事のマニフェストが出

てからということで言いますと、平成 15

年に出ておりますから、６年がかりという

感じになりますけれども、これがゴールと

いうよりは、やっとこれによって、県民の

ための県政としてもう 1 回スタートを切る、

２度目のスタート地点に立った、そのよう

に捉えているところでございます。

さて、今、２度目のスタート地点と言い

ましたけれども、その話をするのであれば、

もう 1 度、現在の、あるいは戦後の日本の

地方自治の原点に一旦戻って、それから考

えてみたいことが一つあるのです。

お手元の資料にも、「はじめに」のところ

に引用しているとおり、もうご存知かもし

れませんが、実は、日本国憲法というのは

占領軍がいる間につくられたものですけれ

ども、地方自治というものを憲法で保障す

るというのは、明治憲法にはまったくなか

ったことです。明治憲法には、地方行政も

含めて、地方のことというのは、憲法で定

める事項だという考え方がありませんでし

た。憲法は、専ら国のことを定めるもので

した。

それに対して、日本国憲法は、地方自治

を憲法によって保障しています。それが、

ここに挙げてありますいくつも条文にある

のですけれども、自治体が何をできるかと

いう権限については、94 条で次のように規

定しています。地方公共団体とは、日常の

ことばでは地方自治体と呼びますけれども、

都道府県や市町村などのことです。これを

憲法の言葉で言いますと地方公共団体なの

ですが、「地方公共団体は、その財産を管理

し、事務を処理し、及び行政を執行する権

能を有し、法律の範囲内で条例を制定する

ことができる」というように自治体の仕事、

自治体の権能というのが定められています。

自治体は、いろいろな公の施設や基金など、

様々な財産を管理しています。そして、行

政事務を処理し、及び行政を執行する権能、

行政権も地方自治体は持っていますと、こ

ういうことを規定しているわけです。

また、自治立法である条例については、

法律を超えるというか、法律の範囲を破る

自治立法はできない、法律違反の条例はつ

くれない、つくったとしても無効というこ

とになりますが、その範囲のなかでは自治

体ごとに任意に条例を定めることができる

という自治立法権があるということも決め

られています。この 94 条以外の条文を含め、

地方自治の章が憲法には含まれていて、こ

の日本国憲法によって戦後初めて、地方自

治の憲法上の保障が実現されました。
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この憲法の条文では、地方公共団体は何

ができると規定しています。地方公共団体

という団体が主語で、この団体の権能とし

て憲法はこういうものを与えましたという

ことが書かれています。これが日本国憲法

の決め方です。

ところが、この元になった、元になった

と言っていいのかどうか分かりませんけれ

ども、日本国憲法を策定していくある段階

で、GHQ から草案が示されています。その

前の段階で日本側から示された新憲法の案

が、GHQ からすると、十分ではなかった。

特に民主化が十分ではないなど、いろいろ

容認できない点がありまして、「せめてこう

いう水準の憲法をつくるべきだ」という具

体例の案が出たことがあるのです。これを

マッカーサー草案と呼んでいます。その 87

条が、おおよそ現在の憲法 94 条に相当する

ものの原型なのですが、これの条文の書き

方が、現在の憲法とはまったく違う書き方

なのです。中身は、ある意味でいうと全く

変わるところがないと言ってもいい。ただ、

何が違うかというと、主語が違うのです。

主語が「住民は」となっています。

地方自治体はいろんな分類がありますか

ら、これについて、一言で言うことができ

ません。英語で言うと、メトロポリスとか

シティとかタウンとか、そういう呼び方を

するので、それの直訳で大都市とか市、町

という言い方になっていますけれども、と

にかく、自治体で括るなら、自治体の住民

というのは、その財産を管理し、住民共通

の事務を処理し、住民の政府を運営する。

ここの言い方がちょっと違います。「行政を

執行する」ではなくて、「政府を運営する」

となっている。ガバメントという言葉が使

われています。政府を運営し、そして国会

の定めた法律の範囲内で「憲章」を制定す

る権利を保障するとなっている。住民が主

語で、住民の権利として、自分たちの地域

共通の財産の管理、共通の事務の処理、住

民の政府を運営する権利、そして、この「憲

章」というのは英語で「チャーター」とい

うのですけれども、国で言えば憲法、会社

で言えば定款です。このような団体を置い

て、このような仕事をする、このような手

続で組織運営をする、こういった基本を定

めたルールである憲章を制定する権利が住

民にあるという書き方をしているのです。

現在の日本国憲法は、憲法が設置した地

方公共団体という団体に権限があると規定

しています。これによって、地方自治体の

自治の権限というのが確保されます。それ

に対して、マッカーサー草案では、憲章と

いうのは、言わば、憲法を定めて政府を設

置するような話ですから、住民が憲章を定

めて自治体を設置して、その自治体を通し

て、みんなの財産である公共の財産、市役

所の建物や市の基金といった共通の財産を

管理し、みんなのための共通事務を行い、

みんなに共通する仕事のための政府を運営

するのだということが認められています。

こういう書き方になっていて、マッカーサ

ー草案とその後制定された日本国憲法は自

治体の自治の権限の内容については概ね同

じことを言っているわけです。

ただ、内容は同じなのだけれども、憲法

が設定した特別な団体の権限としての定め

方なのか、市民が地方自治を行う権利とし

ての定め方なのか、という点に違いがあり

ます。地方自治の捉え方として、「市民が地

方政府をつくる権利を持っているんだ」と

いう捉え方をするのか、「公共性を担うべき

地方公共団体というものをまず設置をして、

それがみんなに共通する仕事をするのだ」

と考えるのかというところに、大きな違い

があると思います。

これまでの法体系は、制定された日本国

憲法に沿って後者のような決め方できてい

るのですが、分権一括法が施行された後、
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前者の「住民が地方自治体を設置して、自

治を営む権利を保障する」という考え方を、

「自治体の憲法」としての自治基本条例を

定めることによって、あらためて問い直し

てみよう、つくり直してみようという考え

方が広がってきたと、私は捉えています。

自治体というのは、現実問題として、例

えば 1947 年以降に生まれた方にとってみ

ると、生まれた時にもうあったものです。

ですから、自分たちがつくったというのは、

言ってみればフィクションで、みんなで約

束して実際に契約書にはんこをついて、自

治体をつくりましたというわけではありま

せん。ただ、理念的に言えば、みんなが合

意してつくろうということで初めてできた

のが自治体だという考え方に立って、みん

なの政府としての自治体を運営していきま

しょう、だから市民には直接参加する権利

もあるし、代表機関との関係はこのように

するし、自治体と住民との情報共有はこう

でなくちゃいけない、そういうことを決め

るのが自治基本条例の出発点なのだという

ことです。考え方の転換として、国が憲法

と法律に基づいて公共団体として県をつく

りましたということではなく、自治基本条

例をつくることによって、県民が県を設置

して、広域自治体で、広域でみんなが一緒

にやるべき事務をやるのだ。こういう捉え

方を基礎に置いているのが自治基本条例で

す。そういうことを、まず確認をしておき

たいのです。

１．分権時代の条例

2000 年 4 月１日、分権一括法という法律

が施行されました。これによって、何が起

こったかというと、2000 年４月１日をもっ

て、戦後一貫して存在してきた機関委任事

務制度が無くなりました。機関委任事務制

度とは、一言で言えば、自治体を国の出先

機関として位置付けて、大臣が指揮命令を

して、自分の部下として知事や市町村長を

使って行政をやらせる仕組みです。法律に

基づいて、「国の機関としての知事は何々を

しなければならない」「国の機関としての市

町村長は何々をするものとする」となって

いたものですが、この仕事をするときの知

事や市町村長は「国の機関」なので、国の

行政の指揮系統のもとに置かれました。国

会が法律を決めて、行政権は大臣が運用し

ていて、大臣の命令で知事や市町村長が仕

事をする。県議会や市町村議会は、このラ

インの中に入っていないのです。本来、県

や市町村の一番大事な意思決定は、市町村

議会や県議会がするんです。県や市町村が

１円でもお金を使おうと思ったら、議会が

予算を認めていないことには、使うことが

できません。条例を定めることができるの

も議会だけです。

ところが、いま紹介した機関委任事務と

いう仕事については、知事や市町村長を国

の行政機関として位置づけて、大臣の指揮

命令系統の下で実施させるものですから、

地方議会の関与ができないようになってい

ました。地方議会というのは、地方の住民

代表です。地方の住民の意思に基づいて、

自治体の意思決定をするのが議会の役割な

のですけれども、議会は住民が選挙で選ん

だ議員で構成された組織であって国の行政

機関ではありませんから、機関委任事務の

執行についていうと、口出しをしてはなら

ない、できない、という位置づけであった

わけです。機関委任事務は全部で 500 項目

ぐらいあり、自治体の担当している仕事の

かなりの部分を占めていました。特に都道

府県は機関委任事務の占める比率は高かっ

たのです。自治体の仕事の比重の数え方と

いうのは、予算の比率、担当している職員

の人数、事務や事業の項目の数などいろい

ろとあり得ますが、おおまかな実感として

は、市町村の仕事の半分近く、都道府県の

仕事の半分以上は機関委任事務が占めてい
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るという感じでした。

つまり、自治体の仕事の半分くらいは、

自治体自体の自前の仕事、住民自治の仕事

ではなくて、国から下りてきた仕事であっ

て、自分たちで意思決定することができな

かった。もちろん国会議員を通して、国民

としてその意思決定をコントロールするこ

とはできたでしょうけれども、地元の市役

所、県庁がやっている仕事なのに、決めて

いるのは国会、執行するのは大臣、そして、

その部下としての知事や市町村長がいる。

このような仕組みの中では、地元の住民の

意思が自治体の意思決定に及ばなかったの

です。

ですから、住民の意思に基づく住民自治

と、独立した団体で行う団体自治というの

が地方自治の本旨だとよく言われるのです

けれども、戦後の地方自治体というのは、

住民の意思に基づいて、国とは独立した団

体である地方公共団体によって営まれてい

ましたが、この独立した団体と言われてい

た地方公共団体は、同時に国の出先機関と

しても扱われていて、これについては住民

自治がまったく及ばない。国民としての民

主主義は及ぶにしても、住民自治の対象外。

その意味でいうと、100 パーセントの自治

体ではなかったという言い方もできるかも

しれません。

そういう仕事がなくなったことによって、

戦後初めて、2000 年の４月１日から、自治

体は自分の仕事のすべてを自己決定できる

ようになりました。もちろん今でも自治体

の担当している仕事の多くは法律に基づい

たものですから、その法律に違反すること

はできませんが、法律というのはそんなに

細かいところまで明確に明細に決めるもの

ではありません。何か許可をする、認可を

するといった時にも、こういう考え方に基

づいて、何を確認して許可をせよというこ

とは書いてあるけど、では許可の基準とし

てこの数字はいくつ以下でないといけない

といったことを明確にする、あるいはそれ

を手続する時に、どんなフォーマットで、

誰に対してどのように申請するかという

細々とした手続や判断基準は実は条例で、

法令に書いていない部分については条例で

自己決定して、例えば神奈川方式でやるの

だということが、現在法律が決めている仕

事についても可能になっているのです。

このように全面的に自己決定するという

ことになった自治体としては、自己決定と

自己責任、そして、それが住民の意思に基

づいたものであることを確保する仕組みが

必要だという考え方が登場してきたわけで

す。

その考え方に立ってつくられたのがニセ

コ町まちづくり基本条例で、2000 年の 12

月議会で町議会が議決をしました。施行さ

れたのが、2001 年の４月になります。「ま

ちづくり基本条例」という名前ですが、そ

れをどう説明するかという解説の中では、

自治基本条例としての意義を持つと明記さ

れていました。自治基本条例第一号と呼ば

れています。これを皮切りに、全国で自治

基本条例という条例の制定が広がっていっ

たわけであります。現在では、100 以上の

自治体が自治基本条例をすでに制定をして

おりますが、広域自治体、都道府県として

は北海道に「行政基本条例」という、自治

体の行政だけを対象とした基本条例はあり

ましたが、自治体全体をカバーした自治基

本条例は、この春に神奈川県で初めて誕生

したというわけであります。

本日配布されているパンフレットにも条

文がついておりますけれども、この広域自

治体初の自治基本条例の中では、まず前文

において「地方公共団体自らの責任により、

自ら決定することができる社会の実現」、つ

まり、分権改革により自治体が自己決定を

する権限・権利が確保される中、その権限・
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権利を責任を持って行使し、県政を運営し

ていくための条例だということが書かれて

います。県が主体的かつ自立的に県政を運

営するということは、団体自治の原則を示

しているものでもありますが、その根本に

あるのは、県民の意思に基づいた政策の実

現、つまり住民自治です。憲法のいう「地

方自治の本旨」はこの団体自治と住民自治

のことですから、今までだってもちろんそ

うなのですけれども、自治体が自己決定で

きる範囲が拡大して、これまで以上に自前

の自治を行うということであれば、やはり、

これまで以上に、県民の意思に基づいた自

治をやっていかなければいけないというこ

とです。

そして、広域、つまりは市町村があって、

その複数の市町村を包括する広いエリアで

県というのがあるわけですから、これまで

以上に県民が県政に参加する機会を拡充す

ることに努める、それと平行してというよ

りは、ある意味で県民が直接県に参加をす

るのと同時に、県民がそれぞれ地元の市町

村を通して県政に参加をする、この２つの

参加の仕方があります。県で、オープンフ

ォーラムをやりますと言われても、たとえ

ば月１回、横浜まで行ける県民ばかりでは

ありません。もちろん、もっと県内各地で

県民参加の機会を設けるということもある

かもしれませんが、なかなか県という広域

になりますと、住民参加をするにしても市

町村での住民参加と違って、物理的にも少

し遠くなります。まして、北海道となりま

すと、道内で夜行列車が通っていますから

泊りがけで行かないといけないということ

にもなってしまいます。そこは、やはり直

接参加のみではなくて、地元の市町村を通

してまずは住民の意思を伝え、その市町村

が住民の意思を体して、今度は県政や道政

に参加するということが考えられます。そ

こで、市町村と県との対等・協力なつなが

りと、県政への市町村の参加というものが

重要になります。この部分は、これまで広

域自治体の自治基本条例というのがありま

せんでしたから、前例のない新しい条例と

いうことになるわけであります。

自治基本条例の制定というのは、自治体

としての神奈川県の憲法ができたというこ

とでありまして、柱はやはり、国で言えば

国民主権、県で言えば県民の意思をどう実

現するかということになります。その一番

直接的なしくみは県民が直接自分の意思を

表明指定意思決定をする県民投票というわ

けです。今、具体化のための検討に入って

いるとのことですが、究極の県民による直

接の意思表示です。もう一つは市町村との

協議体制、これについても、既に要綱を定

めて具体化の段階に入っておられる。

こういうことを通して、県政を変えてい

こうということになりますが、神奈川県に

ついて言うと、まだできて半年少しという

ことでありますので、どこまで来たかとい

うよりは、さあ、これからどのように肉付

けをしていくかということが問われている

わけです。

２．自治基本条例のさまざまなねらい

ここで少し、広域自治体と基礎自治体と

いう違いはありますけれども、先行した自

治体ではどのように、どのような根拠によ

って、どのような自治基本条例の広がりを

見せてきたかということをざっとご紹介し

てみたいと思います。

スタートは北海道のニセコ町でした。ま

ちづくりの活動を町民総出でやる、まちと

いうのは町民みんなのものだという感覚の

ある、人口規模も５千人弱という非常に少

ない自治体で、本当に地域社会の顔が見え

る関係の中で、直接、地域のみんなの仕事

をみんなで分担し合っていろいろなことを

するという関係の中で、自治基本条例の第

１号ができた。
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これに非常に魅力を感じて、打てば響く

ような感じですぐに他の市町村が自治基本

条例づくりに取り組み始めましたが、その

動機には二つのタイプがありました。

一つのタイプは、やはり同じ北海道の中

やそれ以外も含めて、町村の小規模なとこ

ろで、かつ生き残りに対する危機感のあっ

たところだと思います。これはちょっと、

神奈川の都市部、あるいは地域の中心都市

である小田原市のようなところでは、少し

感覚が違うかもしれませんが、過疎が進ん

でくる町村、ここではやはり、将来この単

位のまちとして生き残っていけるのだろう

かということについては、大変な危機感が

あります。

これを、もう行政任せでおんぶに抱っこ

でやっていたら、最悪、夕張市のようにな

ってしまう恐れがある。そうではなくて、

「みんなで一緒にやるのだ、町は町民が支

えるという形でないと持たない」という考

え方で動いたところがひとつのタイプでし

た。

それに対して、自治基本条例に早い時期

から取り組んだ自治体のもう一つのタイプ

は、人口も多く、財政的にも相対的には豊

かで、それなりに恵まれている、規模もあ

る都市部の自治体でした。例えば、東京都

の杉並区が 2002 年に自治基本条例を制定

しています。人口は 50 万人以上の大都市で、

4 千人弱の職員がいて、財政規模は 1300 億

円をこえています。しかも全面的に都市化

をされた、そんなに面積の大きくないとこ

ろです。人口 5 千人弱のニセコ町が豪雪地

帯で２００平方キロあるのに対して、杉並

区は６分の１の３４平方キロしかありませ

ん。それだけ行政コストは安く済みます。

ただ、地域としての一体性、あるいは住民

としての地域コミュニティをつくりやすい

かというと、人数は多いし流動性は高い。

毎年何万人という規模の人口が転入、転出

します。それだけ地域の流動性が高いわけ

ですから、自然に地域的な一体感ができる

というわけにはいきません。意識的にコミ

ュニティ行政を行って、地域づくりをする

という取り組みが求められてくるわけです。

東京 23 区や多摩の市、そして神奈川県下の

市などのなかには、こういう新しいコミュ

ニティ行政に熱心だった自治体がいくつも

あります。こういったところで、早くから

自治基本条例づくりが始まったのです。神

奈川県も県内の市町村の自治基本条例制定

率が高い地域なのです。

そういう都市型の自治基本条例のなかで、

もっとも早かった部類が杉並区でした。市

民参加型の区政を旨として動いていたとこ

ろで、大都市における自治の困難さをコミ

ュニティ政策でカバーしようという意識的

な政策展開をしてきたところです。そうい

う自治体で、だからこそ意識的に、自治の

仕組みというものを条例でつくり、それに

基づいて区政も、そのルールに従って積極

的に動く。そうではないと、区と住民の関

係が単なるサービスの供給者と消費者にな

ってしまう。これを変えていこうという課

題意識が強かったところが、まず動き出し

ました。

首都圏の近郊都市では、多摩ニュータウ

ンを抱える多摩市、それから、ここも非常

に古い公団の団地を抱えていた埼玉県草加

市といったところで比較的早く自治基本条

例が制定されています。新興住宅地とはい

って、昭和 40 年代ごろに大規模に開発され

て、そこに引っ越してこられた方々がいま

では 65 歳以上の年齢になっておられる。子

どもたちの世代の多くは育った町から巣立

っていった。この老朽化してくるニュータ

ウンをかかえて、まちをどうするかが問わ

れている市でした。あらためて今後のまち

づくりが問われている自治体だったと言え

るでしょう。

そういう中で、まちづくり活動への市民
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参加をきっかけとして、まちづくり条例を

つくろうというところからスタートをして、

最終的には自治基本条例というゴールに辿

りついたのが、こういった郊外の古いニュ

ータウンのようなところです。割合に早い

段階、2000 年代の前半に自治基本条例が制

定に至っています。

また、コミュニティ行政で有名だった三

鷹市や中野区などが、そのコミュニティ行

政を現在に合う形にリニューアルすること

もひとつの目的として自治基本条例を定め

ています。現在、いろいろな形で同じテー

マに対する関心が強い人たちが集まってつ

くる NPO や NGO があります。例えば、子育

てに関心がある人たちの NPO、福祉に関心

がある人たちの NPO、環境に関心がある人

たちの NPO、まちの景観を維持するための

NPO など様々なテーマがあります。このよ

うな NPOや NGOの集まり方や活動の仕方は、

同じ地域に暮らしているということを基礎

とした集まりである、地域コミュニティと

はかなり違っています。両者がうまくかみ

合って、また、補い合って活動できると地

域の活性化や課題の解決にとって大きな力

になりますが、発想や活動の仕方が違いま

すから、必ずしもうまくかみ合うとは限り

ません。すれ違ったり、場合によっては対

立してしまうこともあります。「新しいコミ

ュニティ行政」というのは、早い自治体で

はもう 30 年以上前から行われてきていま

すので、比較的最近登場してきた NPOや NGO

と、コミュニティ組織との関係をあらため

て整理して、両者がうまくかみ合って、い

い関係で協力していけるような枠組みをつ

くっていくという課題が登場して来ている

わけです。いくつかの自治体では自治基本

条例の中でそれに取り組んでいくというこ

とを行っています。

それから、神奈川県もそうですが、議会

基本条例と自治基本条例が大体同じくらい

の時期に仕上がっていくという自治体が、

最近少しずつ出てきております。神奈川県

内でも、すでに 2006 年の暮れに湯河原町が

議会基本条例と自治基本条例をほぼ同時に

制定されています。神奈川県も議会基本条

例が若干早く制定されましたが、ほぼ同時

といってよいタイミングでの制定になりま

した。千葉県の流山市では、自治基本条例

の制定に向けての市民参加の取り組みが行

われていましたが、議会の側も同様の参加

型の取り組みをして議会基本条例の策定に

取り組みました。パブリック・インボルブ

メントという市民の皆さんに広く意見を聴

くということを徹底して行ったことが特徴

で、自治基本条例づくりについては市民委

員会主導でそれを行い、議会基本条例につ

いては議会がそれを行いました。市民参加

組織と議会が、お互いが競い合うようにパ

ブリック・インボルブメントをやって、ほ

ぼ同時にゴールインしたということです。

そして、自治基本条例の制定に議会が主

導権をとるというようなところも出てきて

います。もっとも議会中心だったのが、長

野県の飯田市です。市民参加の委員会を議

会の下に置いて、議会の特別委員会と市民

委員会が一体になって検討をして、議員提

案で自治基本条例をつくりました。

ただ一方で、自治基本条例をめぐっては、

時として、議会が自治基本条例を敵視して

しまう場合があるのです。と言いますのも、

直接参加で市政を運営するという側面が前

面に出てくると、「議会は要らないと言われ

ているのか」という反応が出てしまうこと

があるのです。

私たちは、県議会議員と知事、市町村議

会の議員と市町村長というそれぞれ２つの

選挙を県と市町村についてするわけです。

小田原市だったら、市議会選挙と市長選、

神奈川県だったら、県知事選挙と県議会選

挙をやっていて、私たちは市町村と県につ

16




いてそれぞれ２票持っているわけです。２

つの代表を送りだしているわけですから、

この２つの代表がどのようにそれぞれの特

性を生かして、どのように住民の代表とし

て仕事をしてもらうか、そしてその仕事の

プロセスにおいては、住民とどのようにコ

ミュニケーションをとってもらうか。それ

が自治体の民主主義の実質的な内容であり、

自治の実体ということになります。その基

本的なルールを決めているのが自治基本条

例です。単に県民の直接参加とか市民の直

接参加だけではなくて、代表制民主主義を

どう運営するかということも自治基本条例

という条例には定めてあるのです。ですか

ら、自治基本条例が制定されることによっ

て議会が軽視されたり、無視されるという

ことは、本来ないはずなのですが、どうし

ても市民の直接参加のしくみは自治基本条

例で新しく導入されるものですから、その

制定によって自分たちがバイパスされると

思ってしまう場合がある。時として、市民

委員会がまた、そうようなニュアンスのこ

とをつい言ってしまったりもする。「これか

らは俺たちが市民参加でやるから、あなた

たちは要りません」というようなニュアン

スで言ってしまう場合がありまして、そう

すると、議会対市民委員会、あるいは議会

対市長プラス市民委員会みたいな感じにな

ってしまって、ここでうまく仕上がらない

ということが時として起こります。そうい

うことにならない一つの方法は、自治基本

条例の策定を議会と市民が一緒にやること

です。

ただ、議会が市民委員会と一緒にやると

いうのは、これまであまり行われてこなか

ったことですから、相当議会の側にも、そ

ういう新しいことに取り組むのだという構

えがないとできません。恐らく日本全国で

も、それがすぐできる議会というのはそん

なに多くはないと思います。参考になる例

として新潟県の上越市の自治基本条例の制

定はいいやり方だったのではないかと思っ

ています。市長の下に市民委員会があり、

議会に特別委員会があり、両方が平行して

議論をしながら、節目節目で一緒に議論を

する。そして、議会も「最終的にこういう

ようにして欲しい」という意見を市民委員

会に伝える時には、議会という機関全体の

意思を煮詰めて固めるという作業をする。

つまり議会の中にもいろんな意見が出てく

るわけですから、議会の中で議論を戦わせ

て、基本的には、議会全体が一致できる要

望を市民委員会に渡す。こういう形で議論

を尽くしたもので、しかもいろんな会派が

合意できる、みんなが一致できるもので渡

していきますから、今度は逆に市民委員会

も、「これだけ議会が議論を尽くして、各会

派の立場からいってもこれがいい」という

ことで出てきた要望については、当然それ

は重んじて受け入れるという形で進めまし

た。会派から個別に出た要望のなかには市

民委員会が入れなかったものも少なからず

ありましたが、議会の特別委員会として全

会一致で要望した内容については、市民委

員会も全面的に賛同しました。このような

形で、市民委員会と議会が本当に二人三脚

で、いい形で条例を仕上げていきました。

このような歩みもありうるということです。

それから、新しいタイプの自治基本条例

がいくつかあります。

さきほど自治基本条例と議会基本条例を

セットで制定している自治体のことを紹介

しました。神奈川県の議会基本条例と自治

基本条例、湯河原町の議会基本条例と自治

基本条例などです。この二つの条例の関係

は、自治基本条例という「自治体の憲法」

の下での国会法にあたる部分が議会基本条

例と位置付けて良いのではないかと思いま

す。

ところが、自治体によっては、自治基本
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条例はないのだけど、議会基本条例はある

というところがあります。代表的なのは、

北海道栗山町という、議会基本条例を最初

につくった自治体です。

この条例では、町長・議員・議会それぞ

れの責務を定めるとともに、町民の前に開

かれた討論の広場になる議会で、町長・議

員・町民が自由闊達に討議をしましょう、

これが私たちのまちの自治であると謳って

います。こういう条例をつくっています。

ですから、議長さんは、「この条例により町

民参加で自治体の意思決定を議会で行うこ

ととしている。だからこの場が、私たちの

現段階の自治の基本です」と説明されてい

ます。自治基本条例はないけど、議会基本

条例という形でわたしたちの自治の基本は

こうですと定めている。これは 2006 年にで

きた条例ですけれども、比較的新しいタイ

プです。

もう一つは、多治見市という岐阜県の自

治体ですが、参加型の計画行政にして、ハ

コモノのために自堕落にお金を使って火の

車にならないよう、思いつきであれが欲し

い、これが欲しいという行政をやらない。

その代わり、財政難の時代になっても、必

ず自治体として確保すべき公共サービス、

セーフティネットについては、着実に実行

できるような経営体力をつけていく。これ

を市民合意・市民参加で確保する。市政運

営条例という名前の、中身は自治基本条例

ですが、こういう条例をつくっております。

その中では、行政計画と言いますか、総

合計画も市民参加で案をつくり、議会が議

決をして、みんなで執行していく、こうい

う仕組みになっております。総合計画によ

る自治体経営を、市民、議会、行政がどう

いう役割分担で実行していくかを自治基本

条例で定めているわけです。こういうタイ

プの条例は新しい。

そして、今年できた最も新しいタイプと

いうのが、都道府県として、市町村の県政

参加というものを定め、広域自治体での住

民参加の手法ということに自覚的な、神奈

川県自治基本条例ということになります。

３．自治基本条例で何を実現するのか？

さて、この県の条例で何を実現するのだ

ろうかということですけれど、一つにはま

ず、自治の内容を具体的に豊かにするのだ

という、やや抽象的ですけれども、そうい

う狙いがあると思うのです。

基本理念は県民主体の県政である、とい

うことが前文にもあるわけですが、これは

理念としては、誰も否定しない。そして条

例で決めなくても、どこの県でも県民主体

の県政なのだという考え方でやっていると、

恐らくはおっしゃる。ただ、それを具体的

にどんな形で確保をするのかという手段に

ついて、これまでは必ずしも明文化したル

ールを定めてこなかった。それが自治基本

条例には具体的に明記されているというこ

となのです。

また、すでに先行して県民の権利として

条例によって保障されてきたものも、自治

基本条例ができたことによってあらためて

その位置づけが明確になったというものも

あります。たとえば情報公開条例が神奈川

県にはあります。自治基本条例よりずっと

以前から存在してきたものでが、改めてこ

の具体策の意味が自治基本条例によって明

らかになる。

情報公開条例ができた時には、まずは、

県政情報について県民が「知る権利」を保

障するという説明がなされ、その権利を保

障するために、情報公開条例を制定すると

いう形で始まっているわけですが、ではそ

の「知る権利」とは何なのか。特に、県政

において、「知る権利」がなぜ県民にあるの

か。これはつまり、県民主体の県政を運営

していくためには、県民が意思決定に参加

できないといけない。もちろん必ず直接の
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意思決定だけである必要はなくて、代表を

通しての意思決定でもいいですけれども、

県民世論がなければ、代表機関も雲を掴む

ような話ですよね。県民は何を思っている

か分からないのに決めないといけなくなる。

もちろん、技術的な細かい詰めまで、県

民が全部分かるわけではないかもしれませ

んが、この政策選択はこういう意味だ、と

いうことを十分に情報提供や説明を受けて、

それに基づいて論点を理解したうえで世論

が形成される。その上で、世論に耳を傾け

ながら、代表機関が議会でおおいに議論を

した上で意思決定をする。こういうことが

求められるわけです。

そのためには、県政に関する情報を県民

に公開しないで、県民が理解したり、世論

ができたりするわけがありません。県民主

体の政策ということになれば、政策情報が

県民に提供されるということは、当然の前

提条件です。それがなければ、県民主体の

県政運営をいうのは、単なる手続上の話に

過ぎなくなって、極端に言えば、「４年に１

回投票しているんだから、県民主体ですよ」

と言われて終わりになってしまうわけです。

そうではなくて、日々県政情報が提供さ

れ、あるいは、これが知りたいと思った時

に、公開請求をすれば、その請求によって

公開される。それによって、県民は県政に

関する情報を知る権利が満たされ、それに

よって、意味のある県政参加ができる条件

が整う。この後半部分については、情報公

開条例の中では、必ずしもそこまで踏み込

んで位置付けていないのです。

県民の「知る権利」を保障するためとい

うところが情報公開制度の出発点で明記さ

れたわけですが、それは、ひいては、県民

主体の県政を実現する前提条件なのですよ

ということが、自治基本条例で明確になっ

た。また逆に、単なる「知る権利」という

よりも、県民主体の県政を実現するために

何が必要か、ということになれば、その考

え方に立って、積極的な情報提供というこ

とを県がやる責任も出てまいります。

そうなりますと、「情報公開請求を受けた

ら、個人情報とかどうしても出せない部分

を除いて全面公開しますよ」という受身の

情報公開だけではなくて、県政について県

民が知るべきことを積極的に情報提供して、

県民の皆さんが理解したうえで判断しても

らうということを、これまで以上に、より

積極的にやる県の責務というものが明確に

なってくるわけであります。

それから、様々な県民の参加機会を確保

する。具体論については、例えば県民投票

であれば、県民投票の発議や手続などにつ

いて一般的なルールを、恐らくは県民投票

条例という形で決めておいて、以下はそれ

に基づいて、何か発議があれば、発議に沿

ってどう行われるかどうかが決まっていて

実施される。

こういうパターンがあれば、1 回１回、

例えば非常に大きな地域に影響を及ぼす、

また広域的にも影響の大きい公共事業など

について、受け入れるかどうかの意思決定

をするための県民投票条例をつくって実施

するというパターンもあるかもしれません。

あるいは、県の場合はあまり合併という

ことはないと言われていますが、将来の道

州制の話や、いろいろな県との広域連携、

例えば首都圏連合というのを松沢知事が非

常に強く主張されていますが、県は残るけ

れども、これまで県がやっていたことにつ

いて、首都圏連合に大幅に権限を持ってい

くのだということになると、大きな自治体

としての仕事のやり方の変化になります。

あるいは、県というものの性格を変えるこ

とになりますから、そういう時には、１回

１回、県民投票条例をつくって意思決定を

することになるかもしれない。

いずれにしても、県民投票をやることが

あるんだということは明確にした。これが
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今回の自治基本条例の特徴です。住民投票

を含んでいない自治基本条例もたくさんあ

るわけですけれども、ここでは、投票とい

う直接参加も含めて、様々な参加機会を確

保するんですよということが確認されまし

た。

これまで、いろいろ自治体で、住民参加

による自治というのが、既に行われてきて

いるのですが、よく起こるのは、市町村長

や知事の交代によって、その住民参加の積

極さの度合いが変わってくることです。す

ごく積極的な首長の場合と、あんまり積極

的でない場合があります。また、一貫して

積極的にやられる市町村長や知事もいらっ

しゃるし、普段はあまり関心がないけれど、

何か思いついたり、突然ある事項について

だけは熱心というように、市民参加・住民

参加にブレが起こり、思いつきで急に進ん

だり、思いつきで無くなったりする場合も

あります。

こういうことを起こらなくするのもまた

自治基本条例の重要なポイントです。自治

基本条例に県民の参加の権利の保障をする。

それを具体的に確保するためには、県民参

加のルールをこの条例に従って作り、例え

ば「総合計画であれば県民参加はこのよう

にやっていきましょう」、あるいは「横断的

な計画や都市計画関係だったらこういう市

民参加を保障しましょう」とか、福祉関係

は当事者の意見をこういう形で反映します

とか、様々な政策分野であるとか、決定す

るものの形式や性質、つまり、計画なのか

条例なのか、あるいはもう少し具体的なア

クションプランみたいなものなのかといっ

たような内容によって、参加の手段の組み

方はこのようにしていきます、という基準

をたてて取り組んでいく。こういうことが

行われると、ブレのない参加というものが

できるようになります。

すでに自治基本条例を定めている自治体

で、何が一番変わったかというと、多くの

自治体で出てくる答えが、参加のやり方に

ついて基準が明確に定まったので、ブレが

なくなりましたということなのです。

それからもう一つは、やはり市町村の県

政参加の機会を確保することです。これを

理念を謳うだけではなくて、体制整備とい

うところまでちゃんと書いたというところ

に、市町村の声に耳を傾けた県政という理

念に留まらず、特に市町村に影響の強いも

のについて、協議する体制を整備するとい

うことを明確に条文上で書いたというのが、

非常に大きな特徴になっていると思います。

この夏の衆議院選挙に向けて、ちょうど

マニフェストについての議論が起こった頃、

「国と地方の協議の場」ということがよく

報道されていたのはご記憶でしょうか。

知事会の中の有志の知事の何人かが、主

要政党のマニフェストを評価しまして、採

点をしました。そしてその中では様々な採

点基準が取り上げられているのですが、「国

と地方の協議の場」を法律に基づいて決め

るかどうか、これを非常に重視しました。

先ほど、「昔は機関委任事務があり、今も

法律に基づいて自治体が仕事をすることが

多い。だけども法律の粗い網の中で、細か

いところは自治体立法で決められますよ」

という話をしました。しかし、実際には法

令の網が必要以上に細かかったり、あるい

は粗い網にしても、地方自治体の意思に関

係なしに勝手にどんどん決められたのでは、

とてもではないけれども、自治体として承

服できないような政策の実施方法というよ

うなものも、時として出てくるわけです。

あるいは国の都合で新しい政策を実施する

と法律で決めて新年度になる４月からやれ

と言っているのに、具体的な手続きや基準

を国がなかなか詰めてくれないものだから、

準備ができないと言って自治体がイライラ

して待っているというようなこともしばし
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ばあります。

つまり、「実施のことまでちゃんと目が届

かないで国が政策決定しているではないか。

そういうことが起こらないように、ちゃん

と地方と協議をして、これならば地方とし

ても納得をして、責任を持って実行できる

という、一緒にいい政策をつくるための協

議の場が必要だ」ということが知事会から

の非常に強い要望となっています。

それを、民主党がこれには１番敏感に反

応して、実は７月に最初に発表されたマニ

フェストにはそこまで明記されていなかっ

たのですけれども、マニフェストを段々固

めていって書きぶりを補強するということ

で、８月になってから、「法定された国と地

方の協議の場をつくります」という約束に

変わっているわけです。その項目は大きく

言えば、「地域主権」というところで掲げら

れていますので、この 11 月、まもなくです

けれども、恐らく国会でも議論が出てくる

と思いますし、その後、間に合うかどうか

分かりませんが、通常国会に向けて、法案

の準備の中で議論が進んでいくと思います。

ところで、この「国と地方の協議の場」

を、県と市町村という場に持ってくると、

実は同じ関係になるのが県と市町村の協議

の場ということになります。県の政策で、

例えば県の公共事業で大きなものがある地

域で行われるとすると、その地域の将来に

とって非常に大きな影響があります。ある

いは、時として起こるわけですけれども、

県がこれまでやってきた補助金を、最近財

政が厳しいので、他のより優先度の高いも

のを充実させて残すためにはやむを得ずこ

こで終わりにすると決めるようなこともあ

ります。ところが、その補助があることを

前提に市町村で事業を組み立ててきている

と、いきなり放り出されても困るじゃない

かというものも出てきたりする。

このように、県と市町村の仕事というの

は密接に関わっているし、また、市町村か

らすれば、県の一存で、勝手にどんどん変

えられては困るという意見も出てくるわけ

です。

他方で、市町村としては、県にお願いす

る場があれば、「あれやって欲しい、これや

って欲しい」とお願いしたいという、そう

いう下心といいますか、そういうのもある

と言えばあると思いますが、いずれにして

も、国と地方の協議の場が必要であるのと

同様に、県と市町村の協議の場がやはり必

要なのだと思います。

このことを、広域自治体である神奈川県

が自治基本条例の下で位置づけて制度化す

ることを明記されたというのは、非常に重

要なポイントですし、全国のモデルケース

になるということではないかと思います。

それから、もう一度念を押したいという

感じなのですけれども、自治基本条例をど

うしても、県民参加・県民主体の県政、こ

う言いましたから、どうしても直接参加・

直接民主制というニュアンスで捉えがちな

のですが、決してそれだけではない。もち

ろん、直接の意思表示の機会も大事なので

すけれど、もう一つ、代表制、代表による

県民意思の反映ということも重要なポイン

トになります。

代表というのは、一つはもちろん県議会

です。県議会議員を我々はみんな直接選挙

で選んでいますから。それぞれの選挙区で、

自分たちの代表を選び、その県民代表を通

して意思決定をする。また、もちろん知事

を選挙で選んでいて、この人が県の行政の

責任者と指定仕事をしている。

ただ、もう一つですね、市町村もまた、

住民代表によって運営されていて、２通り

の経路から、代表による意思決定をしてい

る。市議会と市長選挙です。この２つの代

表を持っていて、二元代表で動いているわ

けですから、市というのも、例えば小田原

市が神奈川県と協議をするという時、小田
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原市は小田原市民を代表して協議をしてい

るわけです。

連邦制の国の、上院・下院とはぴったり

同じではないかもしれませんが、アメリカ

合衆国では、上院と下院と二院あるわけで

す。上院というのは、どんなに人口が多い

州も、とても小さいアーカンソーみたいな

州も、他の州と同じ人数を送り出します。

なぜかというと、上院はアメリカという連

邦国家を組み立てている 50 の州の代表が

集まってくる場だから、州から同じ人数ず

つ集めて、お互いが協力して、一つの連邦

国家をつくって、例えば外交をやるという

ことになっています。従って、大使を任命

する場合、例えばアメリカを代表して日本

に駐在する大使に今度誰を選ぶか、上院が

承認の議決をしなければいけないのです。

州を代表して、州全体をまとめて外交をや

る連邦国家なのだから、そこの主要な役職

者については、州代表である上院の承認を

とらないといけない。あるいは行政が条約

に調印してきた場合、それを承認するかど

うか。日本では国会が承認しますので衆参

両院の権限ですが、アメリカでは連邦制で

外交を運営しているので、条約の承認は州

代表の集まりである上院の権限になってい

ます。このように、連邦政府と州の協議の

場が上院なのです。

その代わり、税金というのは一人ひとり

払っていますから、人口に比例した組織で

まず審議をするのが優先だということで、

予算などは人口に比例した代表者である下

院が優先的に審議することになっています。

そういうようなことが、少しテーマが違

うわけですけれども、市町村を通しての県

民の意思の代表と、県議会を通しての県民

の意思の代表、こういったことを経て県政

というものが運営されていくということに

なりますし、知事選挙で選ばれた知事に反

映されている県民の意思と、県議会議員そ

れぞれに反映されている県民の意思を、大

いに県議会の場で議論をしていただいて、

県の意思決定をする。独人制代表である県

知事と、合議制である県議会、相互の議論

によって神奈川県の意思決定をする。こう

いうことなのです。

この議会における議論の中身については、

神奈川県の場合には、議会基本条例をつく

りましたので、議会基本条例が分担して詳

細については決めていく。情報公開につい

ては、情報公開条例が別にあるように、自

治基本条例は基本的な理念や、どういう位

置付けかということを示し、具体策は個別

の条例が決めるということです。県議会に

ついては、議会基本条例が分担をしていて、

これは、あまり議会への県民参加というこ

とを意識されたことはなかったかもしれま

せんが、条例の中では明確に、議会の運営

の原則として、県民参加の推進ということ

を述べておられます。

また、これまでなかった議論の仕方とし

て、意外に思われるかもしれませんが、こ

れまで知事さんは、県議会で議員の質問に

答弁をする責任はあるのですが、議員に対

して質問をすることはできなかったのです。

「議員の質問に答えるのが、執行側の責任

者としての役目だ」ということになってい

たのですが、議論を深めるためには、お互

い相手の言うことに対する疑義を質すとい

うことをやらないと深まりません。そこで、

最近は議会基本条例で、反問権と言います

けれども、知事の側あるいは行政職員の側

から、議員の発言に対して質問を返すとい

うことも可能になって、ある意味対等に議

論をするという関係で議論を深めている、

こういうようなことも盛り込んであるわけ

であります。

もう一つ、分権時代の自治体運営という

ことで、先ほど、多治見市の市政運営条例

の例を挙げましたけど、総合計画や財政運
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営、あるいは政策評価などを通して、行政

経営をしっかりやりますということも、神

奈川県の自治基本条例にはちゃんと入って

います。

それから、自治体間協力や、国への積極

的な提案等を通じて国との関わりを積極的

に持っていくということを明確にしている。

「国と地方の協議の場」に話を戻しますと、

地方六団体という組織があるのですが、行

政の側が知事会・市長会・町村会、それか

ら議会の側が都道府県議会の議長会・市議

会の議長会・町村議会の議長会という六つ

の団体が全体の調整をして、自治体として

はこうだという意見を代表するということ

になるわけですが、どうしてもやはり主導

権をもっていくのは、知事というのが多い

わけですね。

47 人の知事の集まりの中で意思決定を

して、あるいはそこからあるプロジェクト

チームに権限を委ねて、関心のある、また

そういう分野に強い知事さんが集まって、

地方の意見はこうだというのを固めていく。

そういう形で「国と地方の協議の場」とい

うのは、恐らく、実態としては運用される

だろうと思います。

その中で、神奈川県は積極的な役割を果

たすのだということが自治基本条例の中で

も宣言されていて、国民としての県民にと

っては、国全体として自治体同士がいい行

政をできる体制をつくってもらうことは非

常に大事なことですから、その中で、「わが

県は主導権をとって、主導的な役割を積極

的に担うのだ」という要素を持っている。

そして、このことはどこか神奈川らしい取

組だなと、率直に敬意を表したいと思いま

す。

４．神奈川らしさ

神奈川県民の皆さんは県民としてのプラ

イドというか、少し誇らしげな思いという

のをお持ちなんじゃないかなと思います。

神奈川県というのは、道府県全体の先陣

を切って、最も先進的な取組をしてきた、

そういう県の一つであります。他の県がや

っていないことをいち早くやる。それも躊

躇しながら、おっかなびっくりやるのでは

なくて、自信を持って、これが将来の広域

自治体のあるべき姿だということを、堂々

と切り開いていくような、そういう視点の

ある、伝統を持っている県だと思います。

そういう県として、まさに先進県として

の伝統を今回の自治基本条例も持っている

と思いますし、その中では、県民投票であ

るとか、あるいは市町村の県政参加などを

行っていくこととしています。

広域自治体だから中二階として、「あんま

り直接の県民参加とかそういう話ではない

よね」というような妥協をしないで、やは

り、住民自治の県政を広域自治体で行うこ

との難しさは分かりつつも、どうやって乗

り越えるかということを、一生懸命開拓し

ようとしているということなのです。その

ことを理念的に宣言するだけではなくて、

体制を整備するとか、住民投票できるとい

うような形で明確に手段を確定していると

ころに、この条例の意義はあります。

自治基本条例にしても、議会基本条例に

しても、実は結構こうした理念的なものを

決めた自治体は多いんです。誰も反対しな

いような中身で、全会一致で理念条例をつ

くると美しいのですが、美しい条例がある

から神棚に飾って、後は普段拝んでおくか

と。でも神棚というのは高いところにあっ

て、別な言い方をすると、棚上げしたまま

ということも残念ながら多いのです。そう

ではなく、例えば体制整備と書いたからに

は、棚にはなかなか上げてはいられません。

具体的には検討中のこともあると思います

けれども、こうしたことはまさに県民参加

で決めるべきではないか。県民が声を出し

ていけば、それがまた県民と県政との新し
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い関係をつくっていくことになるのだろう

と思います。

もう一つ、道州制については、今回の政

権は、恐らく少し消極的です。「地方分権改

革推進委員会」という、安倍内閣の時に発

足をして動き出した第二期分権改革を進め

るための組織は、まもなく最後の勧告を出

し、任期は終わりますが、これまでに勧告

してきた内容については、地域主権戦略会

議などの場に課題を移して実現のための検

討に入っていくことになりそうです。一方

で、「道州制ビジョン懇談会」というのもあ

りますが、こちらはこのまま解散すること

になりそうです。分権改革は引き継がれ、

道州制についてはいったん区切りになって、

具体的な動きは当面止まりそうです。

とはいえ、特に首都圏に住んでいると、

少なくとも一都三県について言うと、かな

り一体性も強い、生活圏としてもかなり共

通をした、またいろいろな面でお互いの政

策の影響もあるような、密接な関係の中で

生活をしていると思います。松沢知事がお

っしゃる首都圏連合というものが、将来的

な道州というものに関わってくるのか、ち

ょっと違うものなのか、これはまだまだ見

えませんけれども、広域連携をどうやって

いくかという課題が残っていることは確か

です。そして、広域でも単なる行政の実施

機関なのではなくて自治体なのだという考

え方をしっかりと押さえておかないと、県

という広域団体は県民から遠い、国と市町

村の間に立って国から市町村への連絡を中

継するだけの「中二階」だと揶揄されてし

まう現状が、ますますひどくなってしまい

かねないと思います。

国の方は道州制について、「地方に出先機

関を渡してしまえば、図体が大きくて管理

の手間のかかる組織が地方に移って身軽に

なれる。仕事のやり方については法令で縛

っておけば国の思い通りにコントロールで

きる」と思っている節もあります。道州を

自治体として設置することで、住民の自治

の場のなかで広域の仕事を分担するのだと

いうことが棚に上げられてしまって、国が

身軽になるための便利な受け皿になってし

まうと本当に困るわけですね。

そうではなくて、「広域であっても自治は

できる、住民の意思で自治体を運営するん

だ」ということを、県の自治基本条例によ

って神奈川県はパイオニアとして開拓をし

た。その上で、県同士、県と都、こういっ

た広域連携に積極的に取り組もうというわ

けです。そこでは、今度はパートナーが問

われることになりますけれども、神奈川県

だけは住民自治だけれども、他はそうでは

ないということでは、対等なパートナーに

なれないわけです。都民の代表、あるいは

埼玉県民の代表、千葉県民の代表という形

での都政や県政との連携ということがどう

できるか、それを首都圏の都県に対して神

奈川県から問題提起がなされたのだと受け

止めたいと思います。

道州制については、私の個人的な意見で

すが、国がトップダウンで全国この区画で

道州制を導入するというやり方は、これは

やはり広域行政の制度の導入になり兼ねな

いと思います。そうではなく、先ほどの話

に立ち返りますが、広域の生活を送ってい

るという現実を踏まえた、広域課題への自

治体としての取り組みの場を作れるという

ことが求められているのだと思っています。

日々の生活実態が、都県の境目を超えて広

がっているわけです。例えば私は、埼玉県

から東京都に毎日通勤をして仕事をし、折

に触れ神奈川県下の市に足を運んで、自治

基本条例づくりのアドバイザーをさせてい

ただき、千葉県下の市のまちづくりに関心

を持ってゼミ生をつれてフィールドワーク

をやったりする。日常の生活の範囲内にこ

ういったものが入ってくるわけです。

このように、お互いのことも意識をしな
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がら、この三県と一都というのは、政策も

実は結構進んでいますし、こういうエリア

の住民が、広域で一緒にやっていくことが

大事だと思います。こういうことを大事に

するための州を設置するのだという態度の

第一歩が、単に国から区割りをされて、与

えられた枠組みの中に参加するのではなく

て、そこで暮らしている者が、自分たちの

共通の課題を解決するために自治で取り組

んでいくしくみが必要だから、それを実行

していくのだということが求められている

のです。県民のつくった自治体なのだから、

県民主体で県政を運営するという自治基本

条例を制定し、それによって広域自治体の

自治がさらに一歩踏み出した。その自治基

本条例が、この神奈川県という広域自治体

で生まれたということ。この意味は非常に

大きなものなのではないかと思います。

広域自治体の自治基本条例はこれが第一

号ですし、これから数年は、まだまだ条例

を具体化していく段階だと思います。例え

ば、県民投票ではぜひ県民にも関心を持っ

ていただいて、「県民投票を実施する場合に

はこんな発議の仕方が欲しい」など様々な

声を上げていただく。それを受けて、県で

は、そういう声をどう取り上げるかという

こともまた、自治基本条例を鍛えていくプ

ロセスになるのではないかと思います。

ぜひ神棚に上げないで、自治基本条例を

県民生活の中での日々の道具として積極的

に使っていただきたいと思います。どうも、

ご清聴ありがとうございました。
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意見交換

質問者Ａ

実は今日、小田原市の市議会議長さんと

お話をしてきましたが、私たちは「小田原

市議会を考える市民の会」というのを立ち

上げました。

これまで何が足りなかったかというと、

いろんな問題がありますが、やはり自分の

できることをやって、自分が変わるしかな

いと思っています。例えば、議会に対して、

「ここが悪い、そこが悪い」という注文を

したり、文句を言うのではなく、私自身が

市政に対して非常に無関心で、勉強不足で

あるということを反省して、これを改善し

ていく努力をする。そして、市民側からの

努力として、私がそうであったような、無

関心の市民に関心を持っていただくための

場を作る必要があるのではないかというこ

とに気づきまして、私も世話人の一人とな

って、会をスタートしました。

そこで、議長さんにこういう会が発足し

ましたというご挨拶をさせていただいたの

ですが、今日廣瀬先生のお話を聞きまして、

やはり議会と自治基本条例の関係が、ぎく

しゃくするのではないかなと心配していま

す。

先ほど、先生から、議会が自治基本条例

を敵視する場合があるというお話がありま

したが、それでは、どのようにしたら円滑

に進むのか、その辺を詳しくお聞きしたい

と思います。

廣瀬先生

時として敵視するような感覚が議会の中

に出てくることがあるということで、必ず

ぶつかるものというものではありません。

議会は議会基本条例を持てるのだから、む

しろ、自治基本条例の中の位置づけを得て、

今度は議会がどうするのかということを、

議会基本条例の中で議会の責務や議会の活

性化の方策などを充実させていけば、市政

が自治基本条例で盛んになっていくのと平

行して、議会も活性化していけると思いま

す。議会も、「われわれには議会基本条例が

あるから、自治基本条例と両輪になって、

うまく市政を進めていけるんだ」と納得を

して動いていくという場合もあるんです。

千葉県の流山市では、そのような印象を強

く受けています。

あるいは、三重県伊賀市の場合ですが、

伊賀市では自治基本条例が先に制定されま

したが、自治基本条例ができて、地域自治

区など様々な取組が地域に密着した自治の

やり方として進んでいく中で、「議会が取り

残されないようにするにはどうすればよい

か、議会としては自らどう変わろうか」と

いう方向に議論が進んで、議会基本条例が

つくられました。

自治基本条例を一緒に市民が参加をして

つくるのはいいのですが、議会基本条例に

ついても市民が参加をしてつくる、議員と

市民が一体になって何かをやるという経験

を持てれば、決して議会も市民参加を敵だ

と思わず、むしろ、市民参加をやることに

より議会が尊重される、議会は大事だと尊

重されるような存在になれるという実感を

持てるようになっていきます。流山市の例

を見ると、そのような印象を持ちます。

ぜひ、そういう関係づくりを目指してい

ただきたいと思いますし、特に「市議会を

考える市民の会」という形で、市民も変わ

ろうとしながら、議会に関心を持って、ア

プローチをして一緒に何かをおやりになっ

たということだと思います。これは大変貴

重なことですし、また、こうした会のよう

な存在があればこそ、議会も市民自治の仲

間の一つとして、一緒に行動ができる素地

ができるのではないかと思います。

そのような点で、大変期待できるのでは

ないかと思います。
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れません。

質問者Ｂ

ちょっと変わった質問をします。今日の

お話の中で「県民主体」という言葉が出て

きました。国の場合、「国民主権」という言

葉を使いますが、「主権」と「主体」の違い

は何か、どういう意味で両者を使い分けて

いるのか、その辺のお考えがあればお聞き

したい。

廣瀬先生

「主権」という言葉で有名なのは「国家

主権」というものです。あるいは「主権者

としての国民」というもので、国民主権に

よる日本国憲法ですから、国という政府の

組織により、国民の権利を保護し、みんな

に共通する仕事を一緒に行うという意味で

よく使われます。

ただ、各都道府県や市町村においても、

みんなに共通する仕事を実施するための政

府をつくっていることは同じなのだから、

「主権」という言葉を使おうと考える自治

体もありますし、実際、市町村の自治基本

条例で「主権者としての～」というように、

「主権」という言葉を使っているところも

あります。

ただ、国以外のところで「主権」という

言葉を使うのは、まだ一般的には馴染まな

いのではないかという配慮をして、ただし、

県民が主人公であり、そこが出発点だとい

うことを示す言葉として、神奈川県では「主

体」という言葉を使われた。恐らく、その

ようなお考えがあったのだろうと思います。

現政権は、「地域主権国家」ということを

スローガンとして掲げていますが、「地域主

権」の「主権」はなにかというのは、必ず

しもまだ明確には説明されていません。し

かし、国という単位以外でも主体性を持っ

て行動する権利があるという広い意味で

「主権」という言葉を使ってよいのではな

いかという流れに今後はなっていくかも知

ですから、私としては、あまり厳密な違

いはないと思っていただいてもいいのでは

ないかと思います。

質問者Ｃ

県自治基本条例のフォーラムへの参加は、

今日で３回目です。１回目は海老名で、２

回目はこの間の厚木、そして今日になりま

す。

最初の時には、自治基本条例の中にある

費用分担義務について質問しました。水源

環境を保全するための税ということで、言

い方はおかしいかもしれませんが、私ども

はいわゆる税負担をさせられました。その

時聞いたお話では、いろいろ苦労されたよ

うですが、結局、費用分担義務を条例に入

れてしまえば、今後新しく課税をする場合

に議会を通すのが簡単になるのかなと思い

ました。

また、厚木で新藤先生が触れられ、今日

廣瀬先生もチラッと触れられましたけれど

も、県民投票のことです。なかなか簡単に

できるものではありません。新藤先生は特

にその点、「県が勝手に市町村にやれと言っ

ても、市町村がどうするのか」と話され、

また、私自身も県民投票をやるのであれば、

そのための経費が掛かるのではないかなど

と心配するわけです。

思いつきの例を話しますと、山北町を県

内のゴミ捨て場にしてしまえというような、

廃棄物の処理場をつくるというような場合

には、住民投票は山北町だけで実施するの

でしょうか。

それから、税収のところで第 21 条の財政

運営。私には公務員の感覚というのは分か

りませんけれども、こういうところでうま

くぼかして、公務員の方はなかなかうまい

表現をするんだなというような事を考えま
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した。 ます。

和田広域行政課長

２点ございまして、一つは県民投票の話

がございました。条例の中には、「県民投票

を実施することができる」という規定があ

りますが、今のお話のように、極めて地域

的な、山北町なら山北町という地域の課題

について、横浜の人も川崎の人もいれて全

部で県民投票を実施するというのは問題が

あると思います。

ですから、仮に投票を実施する場合には、

テーマの選び方や時期、方法などが問題に

なるわけでして、費用の点も含めて、どの

ような形で制度をつくっていくかが大事に

なると思っております。

自治基本条例を検討している段階でも、

その点が議論になりましたが、やはり地域

的なものではなく、全県に及ぶような、み

んなが同じような条件で判断し得るような

課題でなければ県民投票のテーマには成り

得ないだろうと考えています。

もし、県単位で投票を実施するのであれ

ば、県民全体が同じような関わり方を持ち

得ることをテーマとしなければならないで

しょうし、極端な例ですが、ある町のこと

を隣の市で投票したらおかしいわけです。

前提として、そのようなことがあると思い

ます。

もう一点ですが、財政運営のことについ

て、海老名でお話をいただいたとのことで

した。私は海老名の時のことは承知してい

ないのですが、第３条の第３項に「県民の

権利及び義務」というのが入っていまして、

県が提供するサービスを等しく受ける権利

を有する一方で、その費用を分担する義務

を負うという内容です。これは、水源環境

を保全するための税など個別のことではな

く、一般的な県民の権利と義務のことを定

めているものですが、いただいたお話は、

そのあたりの検討の過程でのお話だと思い

この条例では、県政運営の基本原則など

と併せまして、一般的な知事の責務や議会

の責務などを定めておりますが、その中の

一つとして、県民の義務についても一般的

な義務として定めているということでござ

います。

質問者Ｃ

実は、もう一つ気になるのは、西湘地区

の合併問題です。合併すると、山北町の場

合、都市計画税が新しく課税されることも

あって、そういうことを踏まえると、変な

言い方ですけれども、年貢を取り立てる悪

代官という印象を持ちます。

和田広域行政課長

この条例の規定は、県政運営全般の基本

的なルールであることから、一般的な義務

を定めたものです。従いまして、個別の事

を想定しているものではなく、何かの課税

の根拠にしようとか、そういうことは全く

ございません。

質問者Ｃ

課税するための手法として、この条例を

利用できるのではないのですか。

廣瀬先生

税というのは、個別に税率等を含めた具

体的な条例がないと課税できませんので、

この条例を根拠に課税することは有り得ま

せん。それは安心していただいていいと思

いますが、ただ、「一般的な義務としてはこ

うだ」ということを定めているという趣旨

だと思います。

質問者Ｄ
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小田原市の自治基本条例のことに関して、

廣井副委員長さんからご報告いただきまし

たが、私も、先日オープンスクエアで廣井

さんと同じグループで議論をさせていただ

きました。ありがとうございました。

また、廣瀬先生には、実は先週、金沢で

全国市議会議長会主催の研究フォーラムが

あり、大変分かりやすい分権等のお話をい

ただきました。今日もまた改めて、自治基

本条例に関して、分かりやすいお話をいた

だき、感謝いたします。

そこで、いろいろ質問したいことはある

のですが、かいつまんでお聞きします。

まずは、県の自治基本条例のご説明を課

長さんからお伺いする中で、一人の県民と

しては、「県政というのは身近なようで遠い

なあ」というそういう思いも改めてしてい

ます。

例えば、県知事の権限に属する許認可行

政などがあるわけですが、今、私は地元の

住民の一人として、国府津山への巨大墓地

建設計画に反対する運動に取り組んでいま

す。「墓地、埋葬等に関する法律」という法

律がありまして、神奈川県でも、この条例

に関する県条例があるわけですけれども、

墓地等の経営の許可権限は県知事に属して

います。

一連の地元住民の反対運動の中で、 8,000

人を超える反対署名を添えて、県知事さん

等に要望活動を行っていますが、実際問題

として、この基本条例にあるような県民に

県政に関する正確で分かりやすい情報を提

供するということが、必ずしも守られてい

るとは思えない実態があります。

この条例は、県政運営の基本原則や基本

理念を定めるものですから、この条例の趣

旨に沿って仕事をしていただくよう、県職

員の方々には、なお求めていかなければい

けないという気持ちです。

それから、市議会のことに関して、先ほ

ど「考える会」の方からのお話がございま

した。議長さんから、どの程度ご説明があ

ったかについてはお話がありませんでした

けれども、実は小田原市議会でも、すでに

６月の定例会後に、勉強会というレベルで

すが、議会基本条例の検討委員会をスター

トさせておりまして、３回の会議を終えて

おります。一部ホームページでも、その動

きを公表しておりますので、ご覧いただけ

ればと思います。まだ議会基本条例をつく

ると合意をしているわけではありませんが、

少なくとも、市が自治基本条例の作業を進

めているということで、私たち議員も危機

感といいますか、それこそ取り残されない

ようにということでありますが、議員全員

が市民の皆さんの直接関与を敵視している

とか、そういうことでは決してありません

ので、一括りにして見ていただきたくない

という事だけは申し上げておきます。

最後に質問ですが、一つは県の課長さん

に質問です。

今回の制定された自治基本条例の中で、

「県民」という言葉がたくさん出てきてお

りますが、この「県民」の定義についてお

伺いします。

例えば、個人県民だけではなくて、法人

県民も含んでいるか、あるいは外国籍県民

も含んでいると解釈していいのかをお伺い

したい。

それから、廣瀬先生には、この神奈川県

の自治基本条例で、第 18 条に「市町村の県

政参加」というのがありますが、今日、県

と市は、平等だということからすると、今

後検討される予定の市の基本条例などでは、

逆に「県の市政参加」というような概念は

考えられるのかどうかをお伺いしたいと思

います。

和田広域行政課長

１点目の「県民」の定義についてお答え

いたします。

この条例における県民の定義というのは、
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基本的には地方自治法上の住民を対象とし

ています。

ただ、条項の内容により相対的でありま

して、例えば、県政情報を知る権利やサー

ビスを等しく受ける権利については、職場

だけ神奈川県にある方など、県内の住所の

有無に関わらず、実際には広く捉えるとい

うことがありますので、厳密に、住所が熱

海市で働いているのが湯河原町だから県民

であるとかないとか、そのような形では特

段除外していないところでございます。

廣瀬先生

２点目の「県の市政参加」についてです

が、これまでの市町村の自治基本条例では、

「県との連携・協力」ということを定めて

いる例は多いですが、市政への県の参加に

ついて定めている例は、私の知る限りでは

ないと思います。

「県の市政参加」を定めるということは、

可能性としてはあり得るとは思います。た

だ、広域自治体である県の仕事は市町村の

様々なことに影響を与えますが、各市町村

の仕事で、どのようなことに県が参加をし

なければいけないか、どのようなシチュエ

ーションを想定するのかを考える必要があ

ると思います。「このような市の政策には、

県に参加をしてもらって、県政との間のす

り合わせをしっかりやらないといい政策に

ならないから参加してもらうべきだ」とい

うような論点といいますか、具体的な課題

があるのであれば、非常に面白いですし、

有効な選択肢になると思います。もし、そ

のようなことがなくて条項のみ定めた場合

には、恐らく条項はあるけれど、具体的に

はなかなか動かないということになるかも

しれない。そのような気がいたします。
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地方分権フォーラム（小田原会場）の概要 

○ 日 時	 平成２１年１０月２９日（木） 18 時 30 分から 20 時 30 分 

○	 会 場 小田原箱根商工会議所（１階ホール）

（小田原市城内 1-21） 

○ 参 加 者	 51名 

○ 主 催	 神奈川県 

○ プログラム

時 間 プ ロ グ ラ ム （敬称略）

18:30～ 18:35
主催者挨拶

広域行政担当部長 江原 正明

18:35～ 18:45
神奈川県自治基本条例の検討経過と条例に基づく取組みについて

広域行政課長 和田 久

18:45～ 19:00
小田原市の自治基本条例づくりの取組みについて

小田原市自治基本条例検討委員会 副委員長 廣井 弘義氏

19:00～ 20:00

講演

「自治基本条例で県はどう変わるのか？」

法政大学法学部教授 廣瀬 克哉 氏

20:00～ 20:30 意見交換
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地方分権フォーラム（横須賀会場）の概要 

○ 日 時	 平成２１年１１月１２日（木） 18 時 30 分から 20 時 30 分 

○	 会 場 ヴェルクよこすか（６階ホール）

（横須賀市日の出町 1-5） 

○ 参 加 者	 53名 

○ 主 催	 神奈川県 

○ プログラム

時 間 プ ロ グ ラ ム （敬称略）

18:30～ 18:35
主催者挨拶

広域行政担当部長 江原 正明

18:35～ 18:50
神奈川県自治基本条例の検討経過と条例に基づく取組みについて

広域行政課長 和田 久

18:50～ 19:50

講演

「都道府県初の自治基本条例！」

学習院大学法学部教授 常岡 孝好 氏

19:50～ 20:30 意見交換
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講演者プロフィール

廣瀬 克哉（ひろせ かつや）法政大学法学部教授

法政大学法学部助教授を経て現職。専門は行政学、自治体学。

他に、中野区自治基本条例に関する審議会会長、所沢市まちづくり基本条

例案策定に向けた準備等に関する検討懇話会委員、自治体学会運営委員、日

本行政学会事務局担当理事、日本自治学会理事、自治体議会改革フォーラム

代表などを歴任。

＜主な著書＞


『電子自治体の情報政策』 ぎょうせい 2006年


『情報改革』 ぎょうせい 2005年


『電子自治体システムの構築と実践』 地域科学研究会 2003年


『インターネットが変える世界』 岩波新書 1996年


＜主な論文＞


「民主主義の舞台をめざして—自治体議会の新展開」


『ガバナンス』 2007年4月号から2009年３月号まで連載

「民主主義の舞台としての議会－合議制の代表機関にしかできないこと」

『月刊自治研』 2007年１月号
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横須賀会場

（平成21年11月12日）
 

※	 「神奈川県自治基本条例の検討経過と条例に基づく取組みについて」は

小田原会場と同内容のため、掲載を省略しました。





主催者挨拶

広域行政担当部長 江原 正明

皆さん、こんばんは。神奈川県広域行政担

当部長の江原と申します。本日はお忙しい中、

地方分権フォーラムにご参加いただきまして、

誠にありがとうございます。心より感謝申し

上げます。

本県では、都道府県では初ということにな

りますが、自治基本条例を今年の３月に制定

いたしました。条例制定にあたっては、概ね

５年間、県民の皆さんや市町村の方々からご

意見を頂戴して、検討に検討を重ね、やっと

完成したという状況でございます。

このように、まだ生まれたばかりの条例で

ございますが、これから条例に基づく取組み

を進めていくにあたっては、まずは私どもの

自治基本条例の意義や内容について、皆さん

に広くお知らせし、また皆さんからご意見を

頂きながら、取り組んでいくことが必要であ

ろうと考えております。その一環として、こ

の地方分権フォーラムを開催させていただい

ておりまして、今年は１回目を５月に厚木で、

先日、２回目を小田原で開催いたしまて、今

回が３回目となります。

さて、話は変わりますけれども、地方分権

改革にとりまして、今年はどういう年かと申

しますと、2007 年にスタートした「第二期地

方分権改革」の最後の年ということになり、

そういう意味では非常に重要な年となります。

ただ、皆さんご存知のとおり、新しい政権

が誕生して、前政権のもとで進められてきた

改革の先行きがどのようなことになるか、か

なり不透明な状況でございます。例えば、先

日、地方分権改革推進委員会の最後の勧告で

ある「第４次勧告」が政府に提出されました

が、新政権のもとで勧告はどのような扱いに

なるのか、また、第二期地方分権改革のスキ

ームの部分がどうなるか、

一方で、今回の新政権は、「地方分権改革は

一丁目一番地」あるいは「霞が関を解体・再

編し、地域主権を確立する」と強いメッセー

ジを出しているわけです。新たに就任いたし

ました原口総務大臣も、その点はかなり力説

されており、強い意気込みが感じられます。

このようなことから、これまでは、なかなか

霞が関の抵抗にあってなかなか進まなかった

地方分権改革が、一歩でも二歩でも前に進ん

でいくということに対する期待というのは持

っております。

ただここ数ヶ月、このような期待をしてい

る一方で、例えば、最終的には地方に影響の

あるものは見送ることになりましたが、今年

度の国の補正予算を執行停止にすると言った

り、あるいは、新型インフルエンザのワクチ

ンについて、低所得者の方への対策費を地方

に負担するようを求めてきたりしました。

こういったことの情報が事前に地方に全く

伝わらない、国が一方的に決めてしまったと

いう実態があります。口では「地方分権改革」

と言いながら、本当にこれで大丈夫なのかと

いう懸念があるということです。

いずれにしましても、新政権は毎日少しず

つ動いておりますので、やはり刮目して、そ

の動向を注視し、言うべきことがあれば、言

って参りたいと考えております。

さて、本日のフォーラムでございますが、

この後、まず私どもの方から、自治基本条例

策定までの検討経過や条例に基づく取組につ

いてご説明をさせていただきます。

その後には、学習院大学の常岡孝好教授に

ご講演をいただくことになっております。常

岡先生には、県の条例検討の際に「神奈川県

自治基本条例検討懇話会」の委員を務めてい

ただくなど、大変お世話になりました。この

分野における深い見識や経験に基づくお話を

いただけるものと楽しみにしております。

また、ご講演の後には、会場の皆さんとの
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意見交換の時間も設けてございますので、こ

の機会にぜひご意見頂戴したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、本日のフォーラムが実り多いも

のとなりますことを心からお祈りをいたしま

して、開会のご挨拶とさせていただきます。

本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。
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講 演

「都道府県初の自治基本条例！」

学習院大学法学部教授 常岡

この事業仕分けのポイントとして、４つ

のことが挙げられると思います。第一に、

市民の方も自由に傍聴して作業を監視でき

るという点です。ある意味で、市民参加が

孝好 氏 行われていることがポイントです。第二に、

事業仕分けには、予算に一番深く関係する

はじめに

学習院大学法学部の常岡と申します。行

政法を専攻しております。本日のフォーラ

ムに声をかけていただいたのは、私が神奈

川県自治基本条例の検討懇話会のメンバー

であったからであります。懇話会では、行

政法を専門としている見地から、自治基本

条例のあり方について、いくつか提案をさ

せていただきました。本日は、そういうこ

とも踏まえ、講演をさせていただきます。

今日はすごく風が強いですけれども、お

昼にテレビを見ておりましたら、ちょうど

横須賀の海上自衛隊で満艦飾という式が行

われたというニュースをやっていて、艦に

飾られた万国旗が風にはためいておりまし

た。別のニュースでは、「事業仕分け」が取

り上げられていました。事業仕分けとは、

ご承知のとおり、政治家などが役所の人間

を呼びつけて、役所が行っている様々な事

業について、本当に必要なのか、必要だと

して果たして国が行うべきなのか等々を検

討するものです。また、この事業仕分けの

場は市民の参加を仰いでいることから、非

常に公開性・透明性に富んだプロセスを経

た予算の査定方法でもあります。

財務省が絡んでおります（政治家主導なの

になぜ官僚が絡んでくるのか不思議な気も

しますが、そこは知恵を拝借するというこ

となのでしょう）。財務省との連携です。こ

こから連携ということもポイントです。第

三に、事業仕分けは、予算が無駄に使われ

ないか、事業が無駄に行われていないかを

チェックするものですから、事業の有効性

や効率性を考えているということもありま

す。最後に、事業仕分けは、市民が監視で

きるということで透明性という要素もある

かと思います。

これらの事柄は、本日お話しする神奈川

県自治基本条例の根本に流れている思想・

発想でもあります。参加、連携、有効性・

効率性、透明性、こうした基本的な発想は

自治基本条例の中にしっかりと根付いてい

ます。本日は、こうした自治基本条例の意

義について、１時間ほどお時間をいただき、

若干詳しくお話をさせていただきたいと思

います。

本日のお話の骨子は、レジュメにあると

おり４点です。まず１点目は、先ほど県の

課長さんから説明があったとおり、分権改

革が 2000 年にございましたが、その結果、

自治体の地位がどう変わったかということ

について話をします。２点目は、自治体の

地位が変わったことに応じて、自治体にも

自治体版憲法というのが必要になってきた

ということについて話します。３点目は、

今回、平成 21 年 3 月 27 日施行されました

神奈川県自治基本条例の内容をかいつまん

でご説明しまして、その意義や画期的な規

定について述べさせていただきます。最後
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に４点目として、自治基本条例が積み残し

たものですとか、まだ条例で達成されてい

ないこと、つまりは課題についてお話をさ

せていただきます。

１．分権改革と自治体の地位

第１点目ですが、2000 年の地方分権一括

法の施行により、自治体の地位が大きく変

わったことについてです。

この地方分権一括法の目標というのは、

大きく３つぐらいあります。１つ目は、中

央集権のあり方を改めること。かつて、私

の生まれた田舎では、小さな町でも「○○

銀座」というのがありました。今でも多分

あると思いますが、そういうまちは全国

津々浦々にありました。全国的に画一的な

まちづくりがされていたわけですが、それ

が地方分権一括法の施行により画一的・統

一的なやり方ではまずいということが改め

て確認されて、もっと地域の独自性・特殊

性が発揮されなくてはまずい、地域独自の

運営があって良いということになったわけ

です。

市町村や都道府県というのは縦割り行政

の弊害が比較的少ない行政運営をしている

といってよいと思います。ご存知のように、

国レベルでは、各省庁、あるいは、各部局

と言った方がよいかもしれませんが、それ

ぞれが縦割りの行政活動をしていて、横の

連携が取れていない。そのため、同じよう

な事業が複数の部局で同時並行的に行われ

ていて、予算の奪い合いをしているといっ

た状況がありました。ところが、自治体レ

ベルでは、こうしたことが比較的少ない状

況でして、総合行政がやりやすい体制にな

っています。そこをもう少し促進しようと

いうのが２つ目の目標としてございました。

そして、３つ目として、何といっても地

方分権というのは、地方の活力を取り戻す

ところに最終的な目的があったかと思いま

す。私の田舎も、ゴーストタウンというの

は言いすぎかもしれませんが、昔賑やかだ

った商店街がシャッターを下ろして閑散と

していて、歩いているのは年配の人ばかり

という有様でして、本当に元気がない、活

気がないという状況です。こうした状況を

地方から改めていく、改善していくことに

よって、日本全体が元気を出すことが必要

です。そうだとしたら、地方の問題につい

て地方の現場でより良く解決できる仕組み

というのをつくっておく必要があるのでは

ないか、そのためにも地方分権が重要では

ないかということになるわけです。

地方分権一括法が施行されて、結果どう

なったかということですが、まだまだ地方

分権の動きは中途段階、発展途上の段階で

はありますが、一定の成果は出ています。

特に重要なのは、機関委任事務制度の廃止

です。先ほど、県の方からお話がありまし

たが、機関委任事務制度とは、要するに国

が自治体を手足として、あるいは部下とし

て国の事務を行わせるという仕組みです。

ですから、機関委任事務が行われている中

では、国がいわば主人、あるいは上司で、

地方自治体が部下、あるいは下僕になりま

す。このような支配・服従の関係ができあ

がっているので、機関委任事務がある限り、

自治体の主体性はなかなか発揮できないと

いうことになります。ずっと前の話になり

ますが、「３割自治」という言葉が流布して

いた時代がありました。要するに、自治体

は自前の事務は３割程度しかやっておらず、

７割程度国の事務を行っているという話で

す。国から命令されて下請け機関としてや

っていた事務が、都道府県や市町村の行う

事務の全体の７割ぐらいあったということ

です。その７割を抜本的に解決してしまお

うというのが、地方分権一括法の主眼であ

りまして、機関委任事務の多くは自治事務、

つまりは自治体が本来行うべき事務になっ

たわけです。ただ、完全に中央からの拘束
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が外れたかと言うと、必ずしもそうではな

く、問題は残っています。

ともあれ、機関委任事務はなくなりまし

たので、自治体は名実ともに大きな権限を

持つ団体になりました。統治団体になった

と言っても過言ではありません。ただ、統

治団体と言っても、司法権については、依

然として国の裁判所に委ねられています。

諸外国の中には、地方レベルで独自に裁判

所を持っている国、例えば、国には三審制

による地方裁判所・高等裁判所・最高裁判

所がある一方で、地方には地方独自の三審

制による裁判所制度を持っている国もあり

ます。それと比べると、日本では自治体ご

との裁判所制度はありませんので、自治体

が統治団体であるということは少しおかし

いのですが、自治体は実際に自治立法権や

自治行政権をしっかりと持っていて、しか

も地方分権一括法によって、こうした権限

の中身が拡大・充実しましたので、自治体

は名実ともに統治団体的な能力を持つよう

になったと言ってよいのではないでしょう

か。

２．自治体「憲法」の必要性

ただし、自治体の権限が強化されること

になりますと、逆に責任も増えることに注

意しなければなりません。例えて言うと、

これまで親と言いますか、国の庇護のもと、

自治体は事務を行っていれば良かったし、

失敗すると親、つまり国が面倒を見てくれ

るという面がありました。しかし、今後は

こうしたことは許されません。自治体が独

り立ちして、大人として成長していく必要

があります。独り立ちですから、当然、自

分でやったことは自分で責任を取ることが

要求されることになります。

このように責任を多く背負うことになり

ますと、失敗をしないための基本的な自治

体運営のルールがあっても良いという話に

なってまいります。つまり、自治体が統治

団体となり、大きな権限を持つようになっ

たのだから、統治のための、県で言えば県

政をうまく運営していくための基本的なル

ール、基本的な原則、基本的な理念をしっ

かりと押さえておく必要があるということ

です。自治体は国と同格の統治団体になっ

たのだから、国に憲法があるのと同様に、

自治体にも自治体版憲法があってもよいだ

ろうという話になります。

実は、憲法というのは中央政府の専売特

許ではありません。西欧諸国を見ますと、

例えば、アメリカでは、地方政府のレベル

で憲法を持っているところがいくつかあり

ます。日本でいう自治体という地方政府に

おいて、憲法、つまりは自治基本条例にな

りますが、憲法があってもおかしくないと

いう話であります。ところが、これまで自

治体は憲法を持ってきませんでした。これ

にはいくつか理由があります。先ほど、機

関委任事務制度について説明しましたが、

そうした制度の下では自治体は国の下請け

機関なので、下請け機関に憲法のような立

派なものを持たせる必要はないだろうとい

う理解がありました。また、日本国憲法に

は既に自治体についての定めがあり、敢え

て自治体レベルで憲法を別に制定する必要

はないだろうということも言われていまし

た。

それから、最も重要な点は、地方自治法

という中央レベルの法律において、自治体

の組織や運営の方向性について事細かく条

文が設けられていて、それに則って自治体

の行政は運営されていることです。従って、

地方自治法以外に基本的なルールなど必要

ないのではないかということです。しかし、

これは考えてみればおかしな話です。なぜ

中央レベルのルールが地方自治体の活動の

基本原則となるのでしょうか。そもそも、

中央レベルのルールが地方自治体の組織を

規律することが許されるのでしょうか。地

方には地方の独自性があり、地方の政治や
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行政は地方で決めて良いのではないでしょ

うか。それが地方分権の発想です。地方自

治法というのは矛盾した法律で、地方自治

を尊重するかのようで、実際には地方の自

主性・主体性を阻害していると見ることも

できます。とにかく、地方自治法が地方の

政治行政のあり方について事細かに規律し

ているので、それ以上に地方に憲法など必

要ないだろうという考え方があったという

ことです。今回の懇話会の座長であった新

藤先生は、懇話会の席上で、「地方議会は現

在一院制だが、これは地方自治法によって

拘束されていることである。このような縛

りは取っ払って、地方議会を二院制にした

らどうか」と述べられました。地方自治法

を乗り越えようという発想ですが、それは

今後の一つのあるべき姿かもしれません。

とにかく、地方自治法という中央レベルの

ルールが、地方の政治行政のあり方まで事

細かく縛っている。そこが問題だというこ

とを、まず押さえておいていただければと

思います。

最後に、自治体に憲法が必要ない理由と

して、自治体には統治権がない、特に司法

権がないということが言われていました。

しかし、先ほど述べたように、こうした状

況は大きく変わりました。自治体にはやは

り憲法が必要だろうとなったのです。これ

までに申し上げたように、地方分権一括法

により自治体は名実ともに統治団体に変わ

った。まだまだ財源が不足している、税源

が不足しているなどの問題はありますが、

従来より格段に権限が増え、統治団体とし

ての能力を十分に発揮できる体制になった

のです。そうだとすれば、根本法、自治体

版憲法があってもよいということです。

それでは、自治体版憲法ということで問

題になる憲法とは何なのか、それをおさら

いしておきたいと思います。憲法にも色々

な種類のものがあります。独裁国家でも憲

法があったりします。それから、貴族政治

が行われている国や、軍人が政権を握って

いる国にも憲法はあります。しかし、現在

の日本や西洋の民主主義国家、すなちわ、

アメリカ・イギリス・ドイツ・イタリア・

フランスなどの憲法は、似たような原理、

発想を持った憲法になっています。その原

理とは、国民主権、民主主義、自由主義、

基本的人権の尊重、三権分立などです。こ

のような、いくつかの基本原則を全て踏ま

えた憲法を「近代立憲主義憲法」と呼ぶこ

とができます。

近代国家が成立する過程で、民主主義、

自由主義、三権分立などの原理が、次第に

重要性を増していき、憲法に結晶化してゆ

きました。日本国憲法も、今申し上げたよ

うな民主主義、国民主権、自由主義、基本

的人権の尊重、三権分立という原理を全て

取り入れています。また、日本国憲法は、

他の国の近代立憲主義憲法と同様、理念、

基本権、統治の仕組みの３点セットを含ん

でいます。この３点セットが日本国憲法の

構成要素になっています。

自治体に憲法が必要であると言うならば、

今申し上げたような理念、基本権、統治の

仕組みという３点セットが盛り込まれてい

る必要があるだろうと思います。加えて、

自治体によっては自治体の特殊性や独自性

がありますので、こうした特殊性・独自性

を踏まえた内容の憲法であってもよいと思

います。例えば、自治体に特有の基本権が

盛り込まれた憲法があってもよいかもしれ

ません。

神奈川県の特徴として、西部は非常に緑

が豊かであるということがあります。実際、

神奈川県の西部は緑が豊かなので、この緑

を守ることが県民の願いだとしましょう。

そうだとすれば、緑を守る手立てとして「環

境権」というのを神奈川県版憲法に織り込

むというのも一つの手かもしれません。実

は、似たようなことが既に県の条例で行わ
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れています。神奈川県環境基本条例という

条例があり、その前文には、「良好な環境の

下で健康で安全かつ文化的な生活を営む権

利」というのが謳われています。これは、

ある種の「環境権」の発想を踏まえたもの

と言うことができます。こうした発想に関

連して、県の環境農政部森林課では、「成長

の森」事業というのを行っています。この

事業は、お子さんやお孫さんが生まれたご

家族から広葉樹の苗木を寄付してもらい、

そのお金を基にして植栽し、一本一本の木

が、お子さんの成長を表すという取組みで

す。

また、神奈川はもともと海外に開かれて

いた土地柄であり、開国が日本の中で比較

的早かった、開明的・先進的な土地柄でも

あります。こうしたことから、外国人に対

して特別な人権を保障することがあっても

よいかもしれません。

以上は、あくまで私的なアイデアですが、

このような神奈川の特殊性に応じた基本権

が仮に何かあるとすれば、神奈川県版の憲

法の中で正面から保障していくことがあっ

てよいと思います。

続いて統治の仕組み、県政運営の仕組み

のレベルの話に入りたいと思います。神奈

川県の県政が他の自治体の政治行政と比べ

て全く異質・特殊な部分があるとすれば、

そのことをうまく踏まえて、独自の憲法、

独自の統治システムをつくっていってもよ

いのではないかということです。

神奈川県の特性として重要な点は、政令

指定都市、中核市、特例市など自立的な市

が多いということです。そろそろ、神奈川

県では３つ目の政令指定都市が誕生するこ

とになります。その分、県庁の役割はある

意味空洞化することになるかもしれません

が、市町村で自立的な団体が多く存在して

いる。これが神奈川県の特性です。３つの

政令指定都市を抱える都道府県は他にあり

ません。本当に珍しいことなので、そのよ

うな特殊性を踏まえた県政運営のルールが

あってもよいかもしれません。

さて、これまでは県の特殊性に根ざした

基本ルールを定めるのがよいのではないか

という話をしたのですが、特殊事情ではな

く全国どこでも起こるような問題に対処す

るための基本ルールがあってもよいはずで

す。神奈川県も含めて全国のどこの自治体

でも抱えるかもしれない課題や問題のいく

つかを紹介したいと思います。もちろん、

これから紹介することが確実に神奈川県で

生じると申し上げるつもりはありません。

「もしかしたら、神奈川県でも起こるかも

しれない」ぐらいの感覚で聞いていただけ

ればと思います。

まず１点目として、県政の腐敗が起こる

かもしれないということです。これまでに

も、宮崎県や福島県の知事が官製談合を取

り仕切っていたということが実際にあった

ようです。２点目として、財政が危機的段

階にある自治体が結構たくさんあります。

だからこそ、先ほどご紹介した事業仕分け

などをやっているわけですが、財政危機を

どう乗り切るかということが全国の自治体

に共通した大きな課題だと思います。さら

に、３点目として、自治体によっては、首

長が独断専行して、市民・住民が望まない

方向に行政を運営してしまうことが起こり

えます。このことについては、後ほど例を

ご紹介します。最後に４点目として、先ほ

ど、県の方からも市町村との連携が大切だ

という話がありましたが、これまで国と県、

あるいは県と市町村との連携が必ずしもう

まくいっていなかったという問題がありま

す。実際、その種の例は枚挙に暇がありま

せん。現在も連携がうまくいかないで揉め

ている例がありますので、後でご紹介した

いと思います。

さて、１つずつ見ていきましょう。最初
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の課題は県政の腐敗です。先日、千葉県の

知事さんが一生懸命謝罪していました。な

ぜ謝罪したかというと、県の職員が不正経

理を働いたためです。県の職員を代表して

知事が謝っているわけですが、こうしたこ

とは何処の自治体でも起こりうることであ

り、こうした事態を招かないため基本ルー

ルを予め定めておく意味があると考えます。

２番目の課題についてですが、大阪にワ

ールド・トレード・センター・ビルディン

グという建物があります。ここが赤字を垂

れ流し、出資していた大阪市の財政が火の

車になってしまったといういわくつきのビ

ルです。私も実際に中に入ったことがあり

ます。学会の帰りに夕食をとろうと足を運

んでみたのですが、人が多くいそうな週末

の夕方だったにもかかわらず、展望台にも

レストラン街にも本当に人が少なくて、店

に入るのが怖いくらいでした。私が入った

のは日本食のレストランでしたが、私の後

に人が入ってきた気配がなく、店員さんは

本当に手持ち無沙汰で悄然としていたこと

を覚えています。つい最近ですが、そのビ

ルを大阪府が買い取って府庁を移転させる

という計画を知事さんが打ち出しましたが、

議会の反発にあって、現在のところ計画は

頓挫しているようです。ともあれ、このケ

ースは財政が危機的な状況になってしまっ

たケースですが、そうなる前に市民や議会

のチェックが掛けられなかったのか、この

点が大きな問題です。財政をどのように立

て直すかは、大阪市のみならず神奈川県で

も対応すべき課題ではないでしょうか。そ

うだといたしますと、財政規律をしっかり

するための基本原則や基本ルールが予めあ

ったらよいのではないかと思います。

続きまして３点目ですが、千葉県銚子市

の例です。銚子市に銚子市立総合病院とい

う病院がありましたが、ある時期に市長さ

んがこの病院を休止するという方針を発表

しました。この市長は「病院を何とかしま

す」という公約を訴えて当選した方でした

が、公約とは大きく違った行動をとったた

め、市民からは独断専行だという声が上が

りました。結果的にはリコールが成立し、

出直し市長選が行われ、新しい市長が当選

しました。この市立病院休止という決断は

市長も色々と考えての行動だったと思いま

すが、市長のリコールが成立するというこ

とは、市長の方針に対するそれだけ多くの

反対があったということであり、まさに市

長の行動は独断専行と言えます。このよう

な独断専行が起こらないような手立てを考

えておく必要があるのではないでしょうか。

つまり、このようなことが生じないよう基

本ルールや基本原則を確立しておく必要が

あると言えます。

最後ですが、自治体間または国と自治体

との連携がうまくいっておらず問題になっ

ている事件として、八ッ場ダムの建設中止

問題があります。民主党政権になって建設

中止の方針が打ち出されましたが、地元の

市町村や流域の都県などが猛反発していま

す。神奈川県は直接の関係はないと思いま

すが、国の意向と地元自治体・関係都県の

意向が真二つに分裂しています。相互の連

携がうまくいっていないケースになります

が、このようなことが起こらないような体

制を予め構築しておく必要があるのではな

いかと考えられます。そのためにも基本ル

ールが必要でしょう。

３．神奈川県自治基本条例

以上のように、全国のどこでも起きそう

な問題に対応するため、県としての基本ル

ールを予め定めておく必要があるというの

が私の考え方です。それから、先ほどお話

したように、県には独自性・特殊性という

のがありますので、そうした点を踏まえた

基本ルールを定めていくのもよいのではな

いでしょうか。ともあれ、県は統治団体と
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なりましたので、この際、県政運営をうま

く行っていくための基本原則、基本ルール

をしっかりと定めておくべきだと思います。

そこで、神奈川県の自治基本条例ですが、

まさに全国どこでも起こるような問題、そ

れから、神奈川県に特殊な問題をしっかり

と踏まえて、自治の基本ルールを盛り込ん

だものとなっています。自治の基本ルール

を定めているという意味で、神奈川県版の

憲法であると言っても過言ではありません。

条例の中身を見てみますと、憲法が一般的

に定めている理念や基本権について定めて

いますし、さらには、県政運営の基本原則

や制度、憲法で言えば統治の項目に当たり

ますが、そうした項目も定めています。ま

さに、憲法の体裁を踏まえた構成、内容に

なっています。

条例の内容をかいつまんで説明しましょ

う。まずは理念についてです。理念は大き

く分けて２つありまして、一つ目は県民が

主人公であるということです。「県民主権」

と言ってもよいでしょう。二つ目は市町村

の尊重です。ここが神奈川県の自治基本条

例の特異な点です。都道府県レベルでは、

どうしても市町村との関係を視野に入れて

自治基本条例をつくっていく必要がありま

す。特に神奈川県の場合、自立的な市町村

が多いので、市町村の自主性や主体性を尊

重する必要があるわけですが、そのことを

保障するため、市町村の尊重という理念を

打ち出しているのです。

理念の次、基本権についてです。基本権

について定めるのは憲法の常です。神奈川

県の自治基本条例で定めている基本権は、

数としては、それほど多くありませんが、

中身としては、ある意味で画期的な内容に

なっています。一つ目は知る権利、二つ目

は参加権、三つ目はサービス受給権となっ

ていますが、このうち知る権利や参加権と

いうのは日本国憲法では正面からはっきり

とは書かれていません。こうした新しい権

利を自治体レベルで自治体版憲法に盛り込

んだ意義は大きいし、素晴らしいことだと

思います。

続いて統治の分野に入りますが、自治基

本条例にはいくつかの基本原則が定められ

ています。一つ目は先ほどの参加権と関連

しますが、参加の原則を謳っています。二

つ目は、これも市町村の尊重と関連します

が、県と市町村との役割分担の原則につい

て定めています。このことは、後ほど詳し

く説明します。以下、三つ目は、透明性・

公正性の原則、四つ目は、効率性・有効性

の原則、五つ目は、連携の原則となってい

ます。

冒頭にご紹介した事業仕分けの特徴を思

い出していただきたいのですが、事業仕分

けの特徴として、市民が傍聴、監視してい

るということで、参加の原則が加味されて

いました。また、市民に公開されていると

いうことで、透明性が確保された仕組みで

あるという話もさせていただきました。さ

らに、事業仕分けは、限られた予算を有効・

効率的に使って、より良い事業を実施する

ためのものであり、まさに有効性・効率性

を確保しようとする取組みでした。最後に、

財務省の官僚の知恵を借りながら（一方で

財務省の掌で踊っているといううがった見

方もありますが）、財務省との連携を図りつ

つ、予算を圧縮していくという面もありま

した。以上のように、神奈川県版の憲法は、

事業仕分けが持っていた特徴（参加、透明

性、有効性・効率性、連携）をすべて取り

込んだ形でできあがっていると言ってよい

かもしれません。今の世の中、国でもどの

自治体でも、この種のいくつかの原則を全

て踏まえた政治行政を行っていくことが強

く要請されているということで、事業仕分

けにこうした原則がたまたま出てきている

というだけのことです。神奈川県自治基本

条例は、まさに、これらの原則をうまく取
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り込んで、県政を進めていくことを目指し

ています。

では、こうした原則が、実際にはどのよ

うな制度・手続で実施され、県が広域行政

を運営していくのか、いくつか例を示して

見ていきたいと思います。その前に関係機

関の責務について説明します。

お手元のパンフレットに条文があります

ので見ていただきたいのですが、第 10 条と

第 11 条をご覧ください。ここに自治立法権

を担う、議会に関係した規定が出てきます。

なぜ議会の規定があるのかですが、それは、

議会を含めて自治というものが実現される

からです。地方自治、あるいは県政という

のは知事だけが推し進めているわけではな

く、議会と知事が互いに連携や牽制、ある

いは協力することを通じて行われています。

議会も知事も県民の選挙によって選ばれて

いますが、県民の二元代表がいて、お互い

が牽制や協力をしながら、県政を前に進め

ています。ですから、当たり前の話ですけ

れども、自治の基本ルールであるならば、

議会を取り込んだ形で定められる必要があ

りますし、知事のことだけを定めるのなら

ば、県政の車の両輪の一つしか書いていな

いもので不十分なものだと言えます。日本

国憲法には、国会・内閣・裁判所と３つの

章がありますが、自治基本条例に議会につ

いての定めがなければ、国会の章がない憲

法のようなもので、憲法としては、全くお

粗末なものになります。自治基本条例に議

会についての条文が盛り込まれている、こ

のことがいかに大きな意味があるか、強調

しておきたいと思います。

自治基本条例に似たものとして行政基本

条例というものがあります。議会について

の定めを全く含んでいない、首長の部局の

ことしか規定していない基本条例のことを

行政基本条例というのですが、行政基本条

例と自治基本条例では意味合いがまったく

違います。行政基本条例は自治の両輪の一

方しか定めていません。これに対して、神

奈川県の自治基本条例は、議会と知事とい

う自治の大きな担い手を二つとも取り込ん

でいて、まさに行政と立法を含んだ自治を

相手にした条例であると言えます。

さて、先ほど確認したいくつかの基本原

則が実際にどのように具体化されているか、

かいつまんで説明させていただきます。こ

れは、数が多いので特徴的なものに焦点を

当てて説明させていただきます。

まず、参加の原則についてですが、情報

公開・情報提供が第 14 条で、県民参加が第

15 条と第 16 条で定められています。先ほ

ど、県の方から話があったように、第 16

条では「県民投票ができる」ということし

か規定されておらず、実施の細目が書かれ

ていません。この点は、現在検討中とのこ

とで、今後、県民投票条例案を議会へ提案

するのだろうと思います。いつになるか分

かりませんが、なるべく近いうちに提案さ

れることを期待しています。とにかく、県

民投票という手段により県民の意思を確認

していくというあり方がここに書かれてい

る、県民参加が県民投票という方法を通し

てできるんだということです。

それから、少し変わった権利として、県

民だけではなく市町村も県政に参加できる

という、「市町村の県政参加権」が書かれて

います。例えば、県と市町村との協議体制

を整備して、その中で、市町村が県に対し

て注文できるようにしています。

さらに、県は国政に対しても参加するこ

ととしています。今まで、県は一方的な国

の方針を受動的に受け止めて、従うことが

多かったかもしれませんが、これからは、

県は国が行うことに対して注文を付けたり、

県は自らが行おうとすることを積極的に国

に提言して国にやらせたりする。こういう

ことも視野に入れています。
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先ほど事業仕分けの話の中で効率性・有

効性の原則に触れましたが、効率性・有効

性の原則は政策評価とも関連が深いもので

す。政策評価とは、ご存知の方もおられる

と思いますが、県が実施している事業のサ

イクルを計画・実施・検証の３段階程度に

分けまして、実施した効果があったのか、

効率的なやり方ができていたのかなどを

様々な角度から検証し、悪かった点があれ

ばそれを改めるという仕組みのことです。

政策評価と事業仕分けというのは、ある意

味似ています。事業仕分けでは、各省庁が

やっている事業を説明させて、何のために、

どんな効果が出ているのか問いただします。

その結果、効果が出ていない、実施効率が

悪いなどの事実が明らかになったならば、

予算を切り詰めることもやりますが、同時

に、より効率的で有効に事業を実施するこ

とも目指しています。こういう面から、事

業仕分けと政策評価は似ているということ

です。県では既に政策評価を実施していま

す。まさに事業の効率性・有効性を上げる

という目的で実施しており、効率性・有効

性の原則にとって非常に重要な取組みにな

っています。

また、民間や自治体との協力・連携とい

うことも謳われています。今の世の中、行

政だけで公共的な活動をまかない切ること

は不可能です。財政的にも人員的にも限界

があると思います。足りない部分は民間の

力を借りる必要があります。民間も営利追

及だけではなく、公共的な活動をする場合

には行政が支援することで、公・民がうま

く協調して公共的な活動を実施していこう

ということです。自治基本条例の第 24 条で

は「民間活動との連携協力」が定められて

いますが、これは民間にも大きな期待を寄

せているということです。

４．まとめと課題

以上、神奈川県自治基本条例の色々な特

徴を見てきましたが、基本的にはどこの自

治体でも抱えている課題をいかに処理する

かという基本ルール、基本原則を打ち立て

ようというものでありますし、また神奈川

県の特殊性を踏まえた内容になっていると

言えます。神奈川は開明的で先進的な土地

柄であると言われています。そうであると

すれば、県民の皆さんの開明的で先進的な

観点に期待して、政治や行政に参加してい

ただき、行政の中身をもっと良いものにす

るため協力していただいた方がよいのでは

ないか。そのために参加権を手厚く保障す

るということが必要で、そのためにも、神

奈川県自治基本条例は、知る権利や参加権

など、新しい権利を真正面から保障してい

ます。

神奈川県の自治基本条例は、都道府県レ

ベルで初めて制定された自治基本条例であ

り、自治体版の憲法と言って良い内容を備

えています。非常に画期的で意義あるもの

ではありますが、これで完璧というわけで

はありません。条例を制定したのはスター

トであり、ゴールではありません。ゴール

を目指すためには、自治基本条例で構想し

た中身をもっともっと現実化する必要があ

ります。そのためには、例えば、県民投票

条例をつくって、県政全体における重要な

争点について１回県民投票を実施してみる

のも、県民の関心を高める一つの手だてに

なります。

また、先ほど申し上げました政策評価に

ついて、まだまだ県民一般の認知度が高ま

っていませんので、もう少しＰＲをしてい

ただいて、どのように政策評価を実施し、

成果をどのように県政にフィードバックし

ているのか県民に分かりやすい仕組みをつ

くっていただきたいと思います。政策評価

の過程を公開したり、もっと市民参加を行

ったりして、政策評価の実際のあり方を変

えていただくことも必要かもしれません。
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神奈川県自治基本条例では、知る権利や

参加権が手厚く保障されましたので、県民

はこうした権利を存分に活用して、県政に

関する情報を集める。そして、問題点を発

掘し、解決していくための手立てを他の住

民やＮＰＯの方、県の職員と一緒に考え、

提言していく。こうしたことが重要です。

つまり、この条例の中で保障された権利を

しっかりと活用していく姿勢が県民には求

められています。

また、議会や知事、県の職員は、この条

例によって保障された様々な権利を手厚く

保護するような県政を行っていただきたい。

あるいは、基本原則として定めた参加の原

則や効率性・有効性の原則などを踏まえた

県政運営を行っていただきたい。そのため

にも県民はしっかりと県政を監視する、あ

るいは参加するということが必要になると

思います。

自治基本条例を制定したのは一応の通過

点で、まだまだゴールは先にあります。よ

り豊かな県政を実現するのが最終目標にな

ると思いますが、その過程では、基本条例

で謳われた権利や仕組みや制度をしっかり

と活用していくことが、県民に求められて

いると思います。

以上で、私の話を終わりにさせていただ

きます。ご清聴ありがとうございました。
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意見交換
ないのかをお伺いします。

常岡孝好 学習院大学教授

質問者Ａ

地方分権の中では、国から地方自治体へ

の「権限」と「財源」の移譲が車の両輪で

はないかと思います。

しかしながら、いろいろと地方分権のお

話を聞いてみても、やはり「財源」の移譲

について、なかなか明確な方策がないよう

に思えます。

先程のお話にもありましたが、ややもす

ると、こうしたことが地方自治法で全部曲

げられてしまっているような感じがします。

自治基本条例の第 25 条に「国への提案」と

いう条文がありますが、地方自治法に書い

てあることまで触れるようなことができる

のでしょうか。

また、今の政権の方針がどうかではなく、

「大きい政府」であると、中央が財源を持

って、地方へは中央が集めたお金が配られ

ることになり、「小さい政府」であると、財

源は地方自治体に移譲されると聞きます。

これについては、どうお考えでしょうか。

それから、憲法と条例、あるいは法律と

条例の関係についてです。実際問題として、

この条例が裁判にかかることはないと思う

のですが、例えば、この条例が裁判にかか

ったとき、法律との優劣はどうなるのでし

ょうか。

最後にもう１点は、今「事業仕分け」と

いうものが行われていますが、神奈川県で

はまだやったことがないという新聞記事を

見ました。例えば、岩手・秋田・宮城・三

重・高知県では 2002 年に事業仕分けが行わ

れており、神奈川県内でも厚木市や三浦市

で行われているようです。神奈川県はすで

に事業仕分けに似たことをやっておられる

から本格的にこういうことをやらなくてい

いという解釈なのかもしれませんが、なぜ

しなかったのか、あるいはなぜしようとし

自治基本条例と日本国憲法、国の法律と

の関係をどう考えるかについてですが、ま

ず、日本国憲法が自治基本条例よりも強い

効力があることは、これはもう明らかです。

日本国憲法に反するような自治基本条例は、

違憲として無効になります。

次に法律、特に地方自治法との関係につ

いてです。例えば、地方自治法の中で、自

治基本条例に反するものが規定されている

場合、その部分をどう考えるかですが、法

律の方が条例よりも効力が上だと普通は理

解されています。ですから、地方自治法は

自治基本条例に勝るというのが一般的な理

解です。

しかしながら、地方自治法も憲法の拘束

を受けておりますので、地方自治法とはい

え、憲法で保障された「地方自治の本旨」

に反することは許されません。ですから、

仮に自治基本条例の規定と地方自治法の規

定が矛盾していて、「法律に抵触しているの

だから、自治基本条例の方が無効じゃない

か」と言われた場合でも、その抵触する部

分についての地方自治法の定めが、憲法の

保障している「地方自治の本旨」に反して

いれば、つまり、地方の自主性や主体性を

殺すようなものであれば、その規定自体が

違憲となりますので、抵触する部分につい

ても自治基本条例の定めが生きてくる可能

性が出てきます。結局は、「地方自治の本旨」

をどう考えるかによって話は変わってくる

ということです。

続いて、「大きな政府」の場合には、中央

でたくさん税を取って地方にお金を分配し、

逆に「小さな政府」の場合には、財源を移

譲するのではないかというお話がありまし

たが、恐らく「大きな政府」だから税財源

の移譲が実現しない、「小さな政府」だから

税財源の移譲が実現しやすいという話では
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ないのだと思います。中央政府と地方政府 ているものです。

が税財源や人的資源等を綱引きしているよ

うなもので、それがどう解決されるかで、

税財源の移譲が決まってくるのだと思いま

す。

だからこそ、国に対して強く要求してい

くために、第 25 条のみならず、第 24 条の

「他の地方公共団体との連携協力」という

規定があるとおり、他の自治体と連携して

国へ提案してゆくことが求められると思い

ます。

質問者Ａ

第 25 条を根拠にして、国に対し財源の移

譲を要求する裁判を起こしたような場合、

国と地方、どちらが勝つのでしょうか。神

奈川県はまだ豊かな方かもしれませんが、

税収の少ない自治体への配慮は必要だと思

います。

他の自治体でも同様だと思いますが、県

の場合、予算査定の段階で「事務事業評価」

というのをやってきており、平成 18 年度か

ら平成 20 年度にかけては、3,000 以上の事

業を対象に、最終的には県民や市町村の方

が外部点検を行い、事業の廃止や改善をや

ってきております。

そういう意味で、現在の政権が進めてい

る、いわゆる「事業仕分け」というものは

行っていないということであり、そのよう

な事業の評価を全く実施していないという

ことではありません。

質問者Ａ

それでは、なぜ報道では神奈川県では実

施していないことになっているのでしょう

か。

常岡教授

自治体が国を相手取って、「財源をもっと

よこせ」というような裁判はあり得る、想

定できることだとは思いますが、果たして

自治体に裁判を提起する資格があるのかと

いう事が、まずは問題になりそうですし、

資格が自治体にあるとしても、財源の移譲

を求める根拠がどこにあるのかということ

が、次に問題になると思います。

そこで、この自治基本条例が国から財源

を取ってくるための根拠条文になるかとい

うと、それは難しいと思います。まずは第

24 条・第 25 条あたりを活用しながら国へ

強く要求していくことが重要だと思います。

広域行政課長

３点目で「事業仕分け」のお話をいただ

きました。今、注目されている「事業仕分

け」というのは、行政刷新会議の事務局長

が代表を務めている「構想日本」というシ

ンクタンクが採用している方式で実施され

常岡教授

実際に多くの自治体は政策評価について

条例あるいは規則等を設けて、その枠内で

事務事業評価を行っています。「事業仕分

け」というのは、事務事業評価の中でも特

殊な形態です。事務事業評価の一種として

「事業仕分け」という形態があるとご理解

いただければよいと思います。

質問者Ｂ

条例の中で使われている用語について、

質問及び意見が３点ほどあります。

まず、条例の中で「県」という言葉が多

く使われていますが、この「県」は、何を

意味しているのでしょうか。行政の「県」

ということなのでしょうか。条例には「県

の意思決定」などの用語もありますが、そ

れならば、私は知事や議会だけで収まるも

のではないと思います。

２点目ですが、「職員の責務」という条文

についてです。職員は、あくまでも県知事

46




の下で使われている人であって、何か自己

主張ができる立場ではないはずです。「職

員」に関することを自治基本条例の中に書

くのはおかしいと思います。私は、この条

文を削除すべきだと思います。

３点目は、「県民投票」についてです。県

民投票制度の詳細は、今後検討していくと

のお話がありましたが、発議については、

知事に限定するのではなく、議会も、県民

も提案できるようにするべきだと私は考え

ています。

また、県民投票の結果の取扱いについて

ですが、県民投票は、県民の意思を直接聞

くものですから、本来なら、代表の決定よ

りも強いのが普通の話です。ところが、自

治基本条例にはこのような記述がありませ

ん。これは、ガス抜き以外の何物でもあり

ません。大変な費用と時間をかけてやるの

だから、「この意思決定に県は従う」という

条文を一刻も早く入れてほしいと思います。

逆に、知事も議会も県民投票の結果に対し

ては文句を言えないというぐらいの強いも

のでなければ、県民投票を実施する意味が

ないと思いますし、そうでなければ、この

条文も削除すべきです。

広域行政課長

まず、「県」の意味についてですが、これ

は地方公共団体としての、地方自治体とし

ての県ということで、一般的に使用してお

りまして、例えば、県と市町村の関係を書

いているときは、「市町村長」と「県知事」

と書くのではなく、地方公共団体としての

「県」と「市町村」と表現しています。つ

まり、団体間の関係性を書くときには、「県

は」という言い方をしています。

一方、「県」の中でも、議会や知事の責務

を規定しようとするときは、「議会は」、「知

事は」という書き方をしております。です

から、内容によって主語は使い分けている

ということがございます。

また、関連しまして、第 13 条の「職員の

責務」についてです。ご意見の内容は、職

員は知事に使われている立場なので、責務

を書くのはおかしいのではないかというこ

とだと思いますが、ここでは、知事から職

員までが日頃の職務を通じて、この条例で

掲げた基本理念や基本原則を尊重して、努

力しなければいけないという趣旨で掲げて

おります。

質問者Ｂ

そうしますと、一職員が主張することを、

何の根拠で拘束するのですか。一職員が「私

はこう思う」と言った場合に、それを抑え

る根拠がなくなってしまうでしょう。今お

っしゃったような、単なる職員の話である

ならば、この条文はなくすべきです。

広域行政課長

職員の規定については、「基本理念にのっ

とり、及び基本原則に基づいて職務を遂行

しなければならない」、「職務の遂行に必要

な能力の向上に努めなければならない」と

いう２つのみ規定しています。職員が自分

の判断で、何でも責任を持ってやっていい

と書いているわけではありませんので、そ

の点については、ご理解いただければと思

います。

質問者Ｂ

「職員の責務」を自治基本条例に入れる

意味を説明していただきたいのです。この

文章がないと困るような理由があるのでし

ょうか。それがないならば、自治基本条例

に入れるべき文章ではないと思います。

広域行政課長

努力義務を定めることにも、意味がある

と考えています。第２項にある「職員は、

職務の遂行に必要な能力の向上に努めなけ

ればならない」というのは、ある意味当然
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かもしれませんが、一般的な職員の責務と

して掲げております。

また、３点目の県民投票についてですが、

「実施できる」という規定だけではなく、

その意思決定に県は拘束されるとの一文を

入れるべきとのお話でした。

県民投票制度の制度設計については、今

年度から、別途、検討を進めているところ

ですので、今後詰められることになります

が、現在の法制度では間接民主制をとって

いて、行政の執行権と議会の議決権が定め

られています。したがいまして、県民投票

の結果に首長や議会が拘束されるとなりま

すと、これらの権利を侵害することになっ

てしまいますので、県民投票で示された結

果どおりにすべてが動くという仕組みには

なっていないのが現状でございます。

質問者Ｂ

それでは、県民投票など実施しなくても、

アンケート調査で十分なのではないですか。

広域行政課長

実際にあった例を申し上げますと、神奈

川県の旧津久井郡で、合併の際に住民投票

が行われ、結果は合併反対でしたが、町議

会で合併が議決され、合併が実現したとい

う例もありました。

いただいたご意見を実現することは、原

則として法律が優先する今の仕組みの中で

はなかなか難しいと考えています。

常岡教授

質問の趣旨をうまく理解できているかど

うか分かりませんが、第 13 条の意味につい

て私なりの考えを述べたいと思います。

第 13 条第１項は職員の義務を定めてい

て、第２項は職員の努力義務を定めていま

す。なぜそのような規定を置くのかという

と、やはり県政を県民のためにしっかりと

動かしていくための手足となるのが職員で

すので、その職員の資質は向上する必要が

あり、そのために第２項があるのだと思い

ます。

また、今回せっかくこのような県政運営

のルールを定めたので、これは知事だけで

はなくて、部下である職員にもしっかりと

守っていただく必要があり、そのために第

１項があるのだと思います。

質問者Ｂ

「職員として、このことを守りなさい」

というレベルならば、自治基本条例に書く

必要はないはずですので、この職員の責務

規定は、県知事と同じ責任を職員に与えた

ように読めると思います。

そうでないならば、職員の責務という非

常にレベルの低い話を、知事の責務という

非常にレベルの高い話と一緒に並べて規定

しているのはおかしいと思います。

常岡教授

法律レベルの話になりますけれども、関

係する主体それぞれの責務規定を法律に置

くことは、普通にあると思います。また、

その場合でも、それぞれの主体が重い責任

を負っている主体であることもありますし、

そうではないこともあります。

ですので、並べて書いてあるからといっ

て、職員が知事や議員と同じような責任を

持っているという意味で読む必要はありま

せん。やはり職員の責務について１条を設

けていた方が、職員がしっかりと仕事をし

ていく励みにもなるし、刺激にもなると私

は思っています。

質問者Ｃ

今回、県政を運営するための自治基本条

例ということで、具体的にわかりやすい理

念が示され、大変重要なものができたと思

っております。

48




１点、先生にお伺いしたいのは、仮に今

後道州制が導入され、枠組みが大きく変更

された場合、この自治基本条例の考え方は

当然、道州制の枠組みの中でも引き継がれ

るべきものと私は考えています。先生はど

のようにお考えですか。

常岡教授

私も同感です。現在の地方自治の仕組み

は、市町村レベルと都道府県レベルの２層

構造です。

道州制になると、都道府県レベルが一体

どのようになるのかは不透明ですが、仮に

２層が３層になることがあるとするなら、

道州のレベルでもこの条例と同じようなこ

とを謳っていくことは、当然考えられるだ

ろうと思います。
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地方分権フォーラム（横須賀会場）の概要 

○ 日 時	 平成２１年１１月１２日（木） 18 時 30 分から 20 時 30 分 

○	 会 場 ヴェルクよこすか（６階ホール）

（横須賀市日の出町 1-5） 

○ 参 加 者	 53名 

○ 主 催	 神奈川県 

○ プログラム

時 間 プ ロ グ ラ ム （敬称略）

18:30～ 18:35
主催者挨拶

広域行政担当部長 江原 正明

18:35～ 18:50
神奈川県自治基本条例の検討経過と条例に基づく取組みについて

広域行政課長 和田 久

18:50～ 19:50

講演

「都道府県初の自治基本条例！」

学習院大学法学部教授 常岡 孝好 氏

19:50～ 20:30 意見交換
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講演者プロフィール

常岡 孝好（つねおか たかよし）学習院大学法学部教授

1998年より現職。専門は行政法。

他に総務省行政手続法検討会委員（平成16年）、神奈川県個人情報保護審

査会副会長、神奈川県土地収用事業認定審議会委員、神奈川県自治基本条例

検討懇話会委員などを歴任。

＜主な著書＞


『行政救済法』 弘文堂 2007年


『パブリック・コメントと参加権』 弘文堂 2006年


『行政立法手続』信山社出版 1998年


＜主な論文＞

「アメリカにおける環境市民訴訟－水質清浄化法の市民訴訟規定を中心に－」

『世界の環境法』所収 1996年

「パブリック･コメント制度と公益決定」 『公法研究』64号所収 2002年

「司法審査基準の複合系−−行政裁量論の転換を目指して」

『原田尚彦先生古稀記念 法治国家と行政訴訟』所収 2004年

「自治体による住基ネット接続義務確認訴訟と司法権」

判例時報1962号164頁 2007年

「裁量権行使に係る行政手続の意義 −−統合過程論的考察」

磯部・小早川・芝池編『行政法の新構想II』所収 2008年

「行政手続法改正法案の検討」 ジュリスト1371号20頁 2009年
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参考資料

神奈川県自治基本条例

目次

前文

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 県民の権利及び義務（第３条）

第３章 県政運営の基本原則（第４条～第

９条）

第４章 議会、議員、知事及び職員の責務

（第10条～第13条）

第５章 基本原則に基づく制度及び手続

（第14条～第25条）

第６章 条例尊重義務（第26条）

附則

神奈川県は、これまで県民に開かれた県政

を進め、県民の生活環境を守るために、情報

公開制度や環境影響評価制度の整備などに取

り組むとともに、県民生活に身近な行政を担

っている市町村への権限移譲を着実に行うな

ど、先駆的な施策を展開してきた。

近年、地方分権改革が進展する中で、地方

公共団体自らの責任により、自ら決定するこ

とができる社会の実現に向けた取組として、

主体的かつ自立的な県政運営を確立するとと

もに、県民の意思に基づいた政策の実現を図

ることが、一層求められている。

また、今日、これからの自治の在り方とし

て、まず県民自らができることは自ら行い、

個人で担うことができない公共的な課題には、

相互に助け、支え合い、さらに、多様な担い

手が協働して対応することが期待されている。

そして、そのような対応によっても担い切れ

ない課題については、市町村や県が、それぞ

れの役割と責任の下で解決していくこととさ

れている。

このようなことから、広域の地方公共団体

である県は、県民の多様なニーズや行政課題

に応えていくために、これまで以上に県民が

県政に参加する機会を拡充することに努め、

併せて、市町村とは対等な立場に立って連携

協力を強めていかなければならない。

このような認識の下に、私たちは、県民か

らの信託を受けた議会と知事による県民主体

の県政運営を実現することを目指し、その基

本となる理念や原則を明らかにするため、県

政において最大限に尊重すべき基本条例とし

て、この条例を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、県の自治の基本理念、

県民の権利及び義務並びに県政運営の基本

原則を定め、並びに議会、知事等の責務を

明らかにするとともに、県政運営の基本原

則に基づく制度及び手続の基本となる事項

その他必要な事項を定めることにより、県

民主体の県政を確立し、もって県民の権利

の保障及び福祉の向上を図ることを目的と

する。

（基本理念）
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第２条 県の自治は、県民の意思及び責任に

基づき、並びに主体的かつ自立的に県政を

運営することによって、県民が望む地域社

会の実現を目指すことを旨として行われな

ければならない。

２ 県の自治は、県民の意思が県民に最も身

近な市町村を通じて表明され得ることにも

かんがみ、市町村の意見を尊重して行われ

なければならない。

第２章 県民の権利及び義務

第３条 県民は、県政に参加する権利を有し、

その責任を負う。

２ 県民は、前項の権利を行使し、及び責任

を果たすため、県が保有する県政に関する

情報を共有することができるよう、当該情

報を知る権利を有する。

３ 県民は、県が提供する役務（以下「行政

サービス」という。）を等しく受ける権利

を有し、その費用を分担する義務を負う。

第３章 県政運営の基本原則

（県政運営の基本原則）

第４条 県政は、第２条の基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、か

つ、この章に定める基本原則（以下「基本

原則」という。）に基づいて運営されるも

のとする。

（県民参加による県政運営）

第５条 県政は、県政に対する県民の理解を

促進し、かつ、県民が自発的かつ積極的に

参加することができるよう運営されるもの

とする。

（市町村との役割分担及び市町村の参加によ

る県政運営）

第６条 県政は、市町村が地域における政策

を総合的に推進する重要な役割を果たすこ

とができるように県が広域的にこれを補完

し、並びに市町村が県と相互に対等な関係

の下に、県政に対する提案及び意見を通じ

て参加することができるよう運営されるも

のとする。

（透明かつ公正な県政運営）

第７条 県政は、透明性の向上を図ることに

より、県民に対する説明責任を果たし、公

正を確保することができるよう運営される

ものとする。

（効率的かつ効果的な県政運営）

第８条 県政は、最少の経費により最大の効

果を挙げるよう運営されるものとする。

（連携による県政運営）

第９条 県政は、民間の団体、他の都道府県

その他の多様な団体と連携して運営される

ものとする。

第４章 議会、議員、知事及び職員の

責務

（議会の責務）

第10条 議会は、議事機関として、県民の多

様な意見を集約し、県の意思決定を行わな

ければならない。

２ 議会は、知事との牽
けん

制及び調和の関係の

下に、県政運営を監視しなければならない。

３ 議会は、県民に開かれた議会運営を行わ

なければならない。
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（議員の責務）

第11条 議員は、県民の信託にこたえ、県民の

意思を県政に反映させるよう活動しなければ

ならない。

（知事の責務）

第12条 知事は、県民の信託にこたえるよう、

基本理念にのっとり、及び基本原則に基づ

いて、県政を運営しなければならない。

２ 知事は、基本原則に基づく制度及び手続

の整備及び充実に努めなければならない。

３ 知事は、県民の意思を迅速かつ的確に県

政に反映させることができる組織の編成に

努めなければならない。

（職員の責務）

第13条 職員は、基本理念にのっとり、及び

基本原則に基づいて、職務を遂行しなけれ

ばならない。

２ 職員は、職務の遂行に必要な能力の向上

に努めなければならない。

第５章 基本原則に基づく制度及び手

続

（情報提供及び情報公開）

第14条 県は、県政に関する正確で分かりや

すい情報を、多様な媒体の活用等により、

県民に積極的に提供するよう努めなければ

ならない。

２ 県は、県民の求めに対し誠実に応答し、

行政文書の公開を適正に行わなければなら

ない。

３ 県は、県が保有する個人情報の取扱いに

関し、県民の権利利益が侵害されることの

ないよう適切な措置を講じなければならな

い。

（県民参加の機会の確保）

第15条 県は、政策の立案、実施及び評価の

過程において、県民が提案をし、及び意見

を提出し、又は県と対話をし、若しくは協

議をするための多様な機会の確保に努めな

ければならない。

２ 県は、県民の県政に関する提案、意見等

を迅速かつ誠実に処理するよう努めなけれ

ばならない。

３ 県は、県民が県政への参加の機会を的確

に把握できるよう、あらかじめこれを公表

しなければならない。

（県民投票）

第16条 県は、県政に関する重要な事項につ

いて県民の意思を問うため、県民による投

票を実施することができる。

（市町村との役割分担及び市町村への権限移

譲）

第17条 県は、市町村の主体性及び自立性を

尊重し、適切な役割分担を図るよう努めな

ければならない。

２ 県は、その権限に属する事務のうち、市

町村が処理することが適当な事務について

は、当該市町村との協議を経て、移譲する

ものとする。

３ 前項の場合において、県は、当該市町村

に対し、当該事務の執行に要する経費の財

源について必要な措置を講じなければなら
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ない。

（市町村の県政参加）

第18条 県は、県政に関する情報を、市町村

に積極的に提供するよう努めなければなら

ない。

２ 県は、市町村に関わる県の政策のうち、

重要な政策の立案、実施及び評価の過程に

おいて、市町村が提案をし、及び意見を提

出する機会の確保に努めるとともに、当該

提案及び意見を尊重しなければならない。

３ 県は、市町村に関わる県の政策のうち、

特に重要な政策について、市町村と協議を

するための体制を整備するものとする。

（行政手続）

第19条 県は、県政運営における公正の確保

及び透明性の向上を図るため、処分、行政

指導及び届出の手続に関し、共通する事項

を定め、これを公表しなければならない。

（総合計画）

第20条 県は、県の政策の基本的な方向を総

合的に示す計画（以下「総合計画」とい

う。）を策定しなければならない。

２ 県は、総合計画の策定及び変更に当たっ

ては、県民及び市町村の意見が十分に反映

されるよう努めなければならない。

３ 県は、総合計画に定める政策の基本的な

方向に従い、効率的かつ効果的に政策を推

進するとともに、政策の実施の状況を定期

的に公表しなければならない。

（財政運営）

第21条 県は、総合計画等に定める方針に沿

って、財源の確保及び効率的かつ効果的な

活用を図ることにより、財政の健全な運営

に努めなければならない。

２ 県は、その財政状況を定期的に公表しな

ければならない。

（政策評価）

第22条 県は、効率的で質の高い行政サービ

スを県民に提供するために、政策の評価を

適切に実施し、その結果を公表しなければ

ならない。

２ 県は、前項の評価の結果を、政策の立案、

予算の編成等に適切に反映させるよう努め

なければならない。

（民間公共活動との連携協力）

第23条 県は、県民、事業者又はこれらの者

の組織する民間の団体が主体的に行う公共

的な活動（以下この条において「民間公共

活動」という。）を尊重しなければならな

い。

２ 県は、より質の高い行政サービスを県民

に提供するため、必要に応じ、適切な役割

分担の下に、法人その他の団体が行う民間

公共活動と連携し、及び協力するものとす

る。

３ 県は、民間公共活動が積極的に推進され

るために必要な環境の整備を行うよう努め

なければならない。

（他の地方公共団体との連携協力）

第24条 県は、広域的な見地から課題を解決

し、より質の高い行政サービスを県民に提

供するため、他の地方公共団体と連携し、
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及び協力するよう努めなければならない。

（国への提案）

第25条 県は、県民の意思に基づく自立的な

県政運営を推進するため、県と対等の立場

にあり、かつ、相互に協力する関係にある

国に対して、県政運営に関係する政策及び

制度の整備、充実、改善等に関し、積極的

に提案しなければならない。

第６章 条例尊重義務

第26条 この条例は、県政運営の基本理念及

び基本原則を定めるものであり、県は、他

の条例、規則その他の規程によって制度を

設け、又は実施しようとする場合には、こ

の条例の趣旨を最大限に尊重しなければな

らない。

附 則


この条例は、公布の日から施行する。
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